
民　　生

1社会福祉

2生活保護

3児童・母子福祉

4身体障害者福祉

5精神薄弱者福祉

6老人福祉

7同和対策事業

8医療費助成制度

9失業対策事業

10国民健康保険

11国民年金

12戸籍・住民

13住民組織

u至.:-圭--mTk.・

--1>¥・三
15交通安全対策



一

、,t

r
7
・



1　社　会　福　祉

(1)民　生　委　員

ア　地区別民生委員数(定数534人)　　　　　　　　　　(昭52.4.1現在)

ふ 貫

東 部 一顔 部 南 部 北 部 中 部 計

男 1 1 0 7 5 3 2 4 5 3 0 2 9 2

女 8 9 4 9 . 8 6 0 2 7 2 3 3

計 1 9 9 1 2 4 4 .0 1 0 5 5 7 5 2 5

イ　民生委員推せん制度

民生委員推せん準備会

(Tumm)

o推せん会め下部組織として、小学校の区域ごとに熊本市民生委員推せん準備会をおく

o準備会は民生委員候補者の下調べを行い、推せん会にその結果を内申する

(準備会委員)

o準備会は委員9人以内をもって組執する

o委員は小学校の区域内に住所を有し、市議会議員の選挙権を有するものの内から推せん会委員長が

委嘱する校区社協　校区婦人会　校区民生委員　校区自治会　校区PTA　校区保護司　校区老人ク

ラブ　校区未亡人会　校区公民館各代表

民生委員推せん会

各校区よD内申された候補者を、民生委員法第8条による委員構成によD、民生委員推せん会にJ:っ

て推せんする

り　処　遇

民生児童委員報償金

総務　年額3 2,000円　　委員　年額2 7,000円　(このほか各委員に27,000円県より支出)

市電・市バス乗車券(全線パス) 3,0 0 0円相当

民生委員協議会運営交付金　年額2,1 3 6円

特別旅費(大会等出席旅費)年額1 4 5千円
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(2)社会福祉団体一覧

(昭52.4.1魂在)

名 称 代 表 者 所 在 地 設 置 日 的

法人 熊本市社会
星子 敏雄.南千反畑町 1 0 - 1

熊本市における社会福祉事業の能率的運営と組統括動を促進

福祉協議会 し、もって市民の福祉の増進を図る

熊本市未亡人会 板倉アキノ 新屋敦 1 - 1 5 - 7
未亡人母子の相互福祉の対策を考究し、その具体的実践によ

少自立更生に努め生活の安定を図る

熊本市老人クラブ 渡辺 幸義 水道町6 - 1 5 =老人の福祉増進を図る

熊本市遺族連合会 平木 清人 細星町2 - 8 - 1
遺族の団結、相互扶助、更生慰安を図9 平和 日本の隆盛に頁

献する

熊本市英霊顧彰会 沢田 一掃 手桝 町8- 3 福祉会館内 英霊の覇彰と遺族の福祉増進を図る

熊本市傷痕軍人会 川嶋 武正 紺屋今町 4 6 . 戦傷病者の福利増進を図る

熊本市原爆被爆者

の会
内田 尊書 I南千反畑町 9ー 16 被爆者の相互扶助と福利増進を図る

熊本地区保護司会 免出 癖 * ォ 5 - 5 - 1 2

更生保護事業として、非行犯罪のあった者の更生を助長する

ため指導監督、補導援護を行って一般社会への復帰を計D 、

再犯を防止 して社会を保護し、もって個人及び公共の福祉を

増進するため犯罪予防活動を行うことを目的とする

熊本B B S会 H * * f- a 本荘5 - 1 5 - 1 2
奉仕 と友愛の精神をもって日常、非行少年のよき友達を志す

B B S 会員の質の向上と会員相互の連絡を図る

原水爆禁止国民会

議熊本県協議会
岡 .武六 九品寺 1 - 1 7 - 9 あらゆる国の核実験に反対することを目的とする

核兵器禁止平和建

設熊本県民会議
沢田 一掃 新屋敷 2 - 2 - 2 2 人類を滅亡する核兵器の製造中止を図る

熊本県共向募金会

熊本市支会
坂梨 日露 手取本町 1 - 1 共同募金の推進を図る

日本赤十字社熊本
M + ォ* 手敢本町 1 - 1

日赤社資募集運動の推進及び災害救護活動をは じめ赤十字事

県支部熊本市地区 業の推進を図る

原水爆禁止熊本県

協議会
豊原健次郎 九品寺 1 - 1 7 - 9 核兵器の全面禁止及び被爆者救援を図る

熊飽肢体不自由児

父母の会
福井 健児 坪井 4 - 5 一1 5 熊本市地区の肢体不自由児の福祉増進を図る

熊本市精神薄弱者

育成会
阿部 次郎 相星今町4 6 熊本市の精神薄覇者 ( 児)の社会人としての育成を図る

熊本市身体障害者
鎌田 大造 黒髪5 - 6 - 1 6

組放強化並びに親睦 .生活向上自立更生 .社会復帰の援助を

福祉協会連合会 図る
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2　生　活　保　護

(1)保　護　状　況

年 貢

区 分
4 7 4 8 4 9 5 0 5 .1

坐 世 帯 3 ,6 6 2 3 ,7 7 9 3 ,7 2 1 3 ,7 5 3 3 ▼7-l l

括

秩
人 員 7 ,7 3 7 7 ,6 8 3 7 ,3 9 3 7 ,4 2 8 7 ,3 5 3

助 金 額 (千円) 7 7 0 ,1 9 ′7 9 5 5 .4 4 6 1 2 8 9 ,9 0 5 1 ,5 0 8 ,4 0 0 1 ,5 9 3 ,8 0 1

住 世 帯 2 .7 7 2 2 .8 5 4 2 ,8 5 5 2 ,8 7 2 2 ,8 7 3

宅

秩
人 月 5 ,8 7 4 5 ,8 2 3 5 .6 1 4 5 .6 0 4 5 ,6 5 5

助 金 額 (千円) 1 2 3 ,6 8 6 1 4 2 ー2 6 2 1 6 0 ,2 0 8 1 8 6 2 0 0 2 1 3 ,6 9 1

敬 世 帯 8 7 3 8 3 4 7 7 8 7 6 6 7 8 3

育

秩
人 員 1 ,4 8 9 1 ,3 9 4 1 ,2 9 8 1 ,2 8 7 1 ,3 0 9

助 金 額 (千円) 2 8 ,3 6 1 3 3 ,3 5 3 3 9 ,3 0 9 4 7 ,2 5 8 5 0 ,9 3 6

医 世 帯 4 ,4 4 1 4 ,4 7 6 4 ,3 9 3 4 ,3 9 5 4 ,4 1 6

痩

秩
人 員 5 ,8 2 5 5 .8 7 0 5 ,8 4 1 5 ,9 6 2 6 ,1 7 0

助 金 額 ( 千円) 2 ,0 1 3 ,6 1 4 2 2 5 5 2 4 6 3 ,0 7 1 ,3 0 1 3 ,4 1 4 2 8 1 3 ,7 8 3 ,5 6 8

出 世 帯 0 .4 1 .1 0 1.3 1.1

産

秩
人 月 0 .4 1 .1 0 1.3 1 .1

助 金 額 ( 千円) 4 9 1 5 8 1 5 2 4 1 0 2 0 0

坐

莱

秩

助

世 帯 2 5 1 0 .6 3 .9 8 .3 9 .3

人 員 3 0 1 0 .6 3 .9 8 .3 9 .3

金 額 ( 千円) 3 ,2 4 5 2 ,1 6 9 1 ,7 4 5 1 ,8 2 6 2 2 3 9

罪

慕

秩

助

世 帯 1 3 l l .4 7 1 2 .8 l l .8

人 員 1 3 l l .4 7 1 2 .8 l l.8

金 額 (千円) 3 ,3 1 3 3 ,3 8 7 3 ,1 1 2 4 ,8 7 0 6 ,4 6 9

保 護 施 設 事 務 費 (T R) 1 5 ,6 8 5 2 1 2 1 8 2 9 ,2 4 0 3 8 ー7 8 2 4 4 ,1 2 5

実

敬

世 帯 5 ,1 6 5 5 ,1 6 4 5 ,1 0 2 5 .1 0 3 5 ,0 2 0

人 員 9 ,3 9 6 9 ,2 0 7 8 ,8 9 9 8 ,8 8 8 8 ,7 9 1

金 額 ( 千円) 2 ▼9 5 8 ,1 5 0 3 ,4 1 3 2 3 9 4 ,5 9 4 β 7 2 5 ,2 0 2 ,0 2 7 5 ,6 9 5 ,0 3 1

(注)世帯及び人員は月平均,金額は年度総計を示す

(2)保護率の推移(年度平均)

区 分 年度
4 7 4 と～ 4 9 5 0 .5 1

市 2 0.9 2 2 0.4 7
1 8.7 2 ‰

1 8.2 3
1 7 .7 3 ‰

輿 2 4.9 3 2 5.4 9 2 1.8 3 2 0.8 4 1 9.4 0
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(3)保護措置状況

年 度

.区 分
4 7 4 8 4 9 5 0 5 1

申 請 件 数 1,6 5 6 1 ,3 4 9 1 ,2 8 3 1 ,1 9 3 9 9 8

開 始 件 数 1,3 8 8 1 ,1 4 3 1 ,0 5 8 9 9 1 8 6 6

却 下 件 数 2 7 2 1 9 2 1 8 5 1 6 0 1 1 2

廃 止 件 数 1,4 9 5 1 ,1 6 0 1 ,0 9 4 1 ,0 0 2 9 0 4

(4)世帯の労働力類型別被保護世帯
(昭和51L年度月平均)

区 分
就 業 別

構 成 比

内 訳 世 帯

世い

蓋 &

常 用 .勤 労 者 2 3 8
4.7 %

日 雇 労 . 務 者 . 2 0 5 4.1

内 職 者 7 4 1.5

そ の 他 の 就 業 者 1 6 4 3.3

世帯主は働 いていないが世帯員が働いて いる世帯 3 3 8 6.7

働 い て い る 者 の い な い 世 帯 4,0 0 1 7 9.7

合 計 5,0 2 0 1 0 0

(5)生活保護施設
(昭52.4. 1現在)

種 別 施 設 名 経 営主 体 施設 代 表 者 所 在 地 許 可 年 月 定 員

救 護 銀 杏 寮 社 会福祉法人 渡 辺 源 作 春 日 5 - 1 7 一 3 6. 昭 3 5.1 2 6 0

産 友 愛 授 産 場 〟 本 山 一 人 壷川 2 ー 1 - 5 7 昭 2 8.1 2 4 0

医療保護 イエズ ス聖 心病院 〟
マリーアンネッ

ト.ベリユベ
上林 町 3 - 5 6 昭 2 7. 4 9 6
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3　児童・母子福祉

(1)保育所措置状況

年 度 会 私 立 B JJ 申 請 件 数 要 措 置 件数 措 置 件 数 措 置 率 (% ) 未 措 置 件 数

4 8

公 立 1, 4 0 3 1 ,3 5 6 1 , 1 9 4 8 8 . 0 1 6 2

私 立 5,2 9 8 5 .1 0 7 4 ,3 7 8 5 . 7 7 2 9

計 6 ,7 0 1 6 ,4 6 3 5 ,5 7 2 8 6 . 2 8 9 1

4 9

公 立 1,3 6 8 1 ,3 4 7 1 ,1 8 9 8 8 . 3 1 5 8

私 jL 5 .4 3 2 5 ,2 8 8 4 ,5 2 3 8 5 . 5 7 6 5

計 6 , 8 0 0 6 ,6 3 5 5 .7 1 2 8 6 . 1 9 2 3

5 0

公 止 1, 4 4 3 1 ,4 1 4 1 ,2 5 8 8 8 . 9 1 5 6

私 立 5, 3 2 0 5 .1 6 9 4 ,7 1 8 9 1 . 2 4 5 1

計 6 ,7 6 3 6 , 5 8 3 5 ,9 7 6 9 1 . 1 6 0 7

5 1

公 止 1, 5 2 5 1 , 4 6 6 1 ,3 2 9 9 0 . 7 1 3 7

私 並 5 .8 2 3 5 . 5 2 7 5 , 1 2 7 9 2 . 8 4 0 0

計 7 ,3 4 8 6 , 9 9 3 6 ,4 5 6 9 2 . 3 5 3 7

5 2

公 立 1 ,6 3 1 1 ,6 2 1 1 ,3 0 9 8 0 . 8 3 1 2

私 立 6 ,8 7 8 6 ,7 2 4 5 ,5 0 7 8 1. 9 1 ,2 1 7

計 8 ,5 0 9 8 ,3 4 5 6 ,8 1 6 8 1 . 6 1 ,5 2 9

(2)階層別保育所措置状;罪

階 層別

区 分

A B

C

1 2 3 1 2 3

基準 * m 基 準 半額 基 準 半 額 基 準 ・S 基 準 ・ fi 基 準 半額

公 立 3 9 2 8 2 9 1 2 6 1 1 4 3 6 8 2 3 0 3 6 9 9 6 2 0 8 3 1 5

私 立 1 6 6 1,15 9 4 7 2 1 6 5 6 2 6 1 8 1 2 8 8 7 5 1 7 2 4 0 3 7 2 8 0 3 1 0 6 7

計 2 0 5 1,44 1 5 6 3 1 9 1 7 40 2 1 7 3 70 1 0 5 2 0 8 4 9 4 6 8 1 0 0 3 9 3 8 2

(昭52. 4, 1現在)

D

計4 5 6 7 8 9

基 準 半 額 基 準 半 額 基 準 * m 基 準 半 額 基 準 半 額 基 準 半 額

1 1 6 2 3 4 6 1 0 3 4 7 2 4 4 2 6 3 5 0 7 1β0 9

4 3 7 1 0 6 2 4 1 4 9 1 3 8 3 4 9 4 1 9 6 4 1 2 1 2 5 1 5 5,5 0 7

5 5 3 1 2 9 2 8 7 5 9 1 7 2 4 1 1 1 8 2 3 9 0 1 5 1 7 5 2 2 6 ,8 1 6
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(3)保育料徴収基準額
(昭5 2.4.1環在)I

階

区 分 層
世 帯 の 階 層 区 分 の 定 義

徴 収 金 基 準 額

3 才 未 満 児 3 才 児 4 才 以 上 児

A 生 活 .保 護 法 に よ る 被 保 護 世 帯 ( 含 単 給 世 帯 )
0 円 0 円 J q

A A 階 層 を 除 き 前 年 度 分 の 市 町 村 民 税 非 課 税 世 帯 0 0 0

C

A を 得
1

前 年 度 分 の市 町 村 民 税 の う ち の 均 等 割 の み の 3 ,0 5 0 2 ,6 0 0 2 ,6 0 0

階 除 我

層 き非

及 前 諌

課 税 世 帯 ( 所 得 割 非 課 税 世 帯 ) ( 1 ,5 2 0 ) ( 1 ,3 0 0 ) ( 1 ,3 0 0 )

2
前 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の う ち の 所 得 割 課 税 額 4 ,1 5 0 3 ,7 0 0 3 ,7 0 0

び 年 我

B 分 世

階 の 帯

が 5 , 0 0 0 円未 満 で あ る世 帯 ( 2 ,0 7 0 ) ( 1 ,8 5 0 ) ( 1 ,8 5 0 )

3
前 年 度 分 の 市 町 村 民 税 の う ち の 所 得 割 譲 税 政 4 ,7 5 0 4 ,3 0 0 4 ,3 0 0

層 所 が 5 , 0 0 0 円 以 上 で あ る 世 帯 ( 2 ,3 7 0 ) ( 2 ,1 5 0 ) ( 2 ,1 5 0 )

D

A 年

階 分

写 完

B 得

1
前 年 分 の 所 得 税 課 税 額 が 3 ,0 0 0 円 未 済 で あ 5 ,7 0 0 5 ,2 5 0 5 ,2 5 0

る 世 帯 ( 2 ,8 5 0 ) ( 2 ,6 2 0 ) ( 2 ,6 2 0 )

2
前 年 分 の 所 得 税 課 税 街 が 3 , 0 0 0 円 以 上 8 ,1 0 0 7 ,6 5 0 7 ,6 5 0

1 5 , 0 0 0 円 未 満 で あ る世 帯 ( 4 ,0 5 0 ) ( 3 ,8 2 0 ) ( 3 ,8 2 0 )

3
前 年 分 の 所 得 税 課 税 額 が 1 5 , 0 0 0 円 以 上 8 ,3 0 0 7 ,8 5 0 7 ,8 5 0

3 0 , 0 0 0 円 未 満 で あ る 世 帯 ( 4 , 1 5 0 ) C 3 ,9 2 0 ) ( 3 ,9 2 0 )

4
前 年 分 の 所 得 税 課 税 額 が 3 0 , 0 0 0 円 以 上 1 0 ,5 5 0 1 0 , 1 0 0 1 0 ,1 0 0

言

き 憧

前 帯

6 0 , 0 0 0 円 未 満 で あ る世 帯 ( 5 , 2 7 0 ) ( 5 ,0 5 0 ) ( 5 ,0 5 0 )

5
前 年 分 の 所 得 税 課 税 額 が 6 0 , 0 0 0 円 以 上 1 4 ,6 0 0 1 4 ,1 5 0 1 2 .0 9 0

9 0 , 0 0 0 円 未 満 で あ る世 帯 ( 7 ,3 0 0 ) ( 7 ,0 7 0 ) ( 6 .0 4 0 )

6
前 年 分 の 所 得 税 課 税 数 が 9 0 , 0 0 0 円 以 上 2 0 ,7 0 0 1 4 ,7 4 0 1 2 ,0 9 0

1 2 0 , 0 0 0 円 未 満 で あ る 仕 帯 ( 1 0 ,3 5 0 ) ( 7 ,3 7 0 ) ( 6 ,0 4 0 )

7
前 年 分 の 所 得 税 課 税 敬 が 1 2 0 , 0 0 0 円 以 上

( 2 3 ,8 3 0 )

1 4 ,7 4 0 I 2 ,0 9 0

1 5 0 , 0 0 0 円 未 満 で あ る 世 帯 ( 7 , 3 7 0 ) ( 6 ,0 4 0 )

8
前 年 分 ? 所 得 税 課 税 教 が 1 5 0 , 0 0 0 円 以 上 3 5 ,3 3' 1 7 ,6 62 4 ,7 6 §) 1 4 ,7 4 0 1 2 ,0 9 0

1 8 0 , 0 0 0 円 未 満 で あ る 世 帯 ( 7 ,3 7 0 ) ( 6 ,0 4 0 )

9
前 年 分 の 所 得 税 課 税 額 が 1 8 0 , 0 0 0 円 以 上 3 5 ,31 7 ,62 4 ,7 紬 1 4 ,7 4 0 1 2 .0 9 0

で あ る 健 帯 ( 7 ,3 7 0 ) ( 6 .0 4 0 )

備　考

①　徴収金基準顔中( )内の数値は、同一憧帯から2人以上の児童が入所している場合、その2人

目以降の児童に適用まれる額

ただし、 D階層の7、 8、 9の徴収金基準額欄の数値の適用は、次に規定するところによる

( )内上段の数値　3才未満児が2人以上入所している場合、その2人目以降に適用される額

( )内下段の数値　3才未満児と3才以上児とが入所している場合、 3才未満児に適用まれる額

@　本表の規定にかかわらず、 C階層又はD階層の-1に属する世帯で、国定資産税の額が4,0 0 0円以

上であるものの階層は、下表の左欄に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる階層

とする

徴 収金 基 準 額 表 の 定 義 に おけ る階 層 及 び そ の 固 定 資産 税額 に よる区 分 認 定 す る 階 層

C 階 層 の 第 1 階 層 に 属 し、 前年 度 分 の 固 定 資 産 税 額 が 4 ,0 0 0 円以 上 で あ る世 帯 C 階 層 の 2

C 階 層 の 第 2 階 層 に 属 し、 前年 度 分 の固 定 資 産 税 額 が 6,0 0 0 円 以上 で あ る世 帯 . C 階 層 の 3

C 階 層 の 第 3 階層 に 属 し、前 年度 分 の固 定 資 産 税 額 が 8 ,0 0 0 円 以上 で あ る世 帯 D 階 層 の 1

D 階 層 の 第 1 階 層 咋 属 し、 前 年度 分 の 固定 資産 税 額 が 1 0,0 0 0 円以 上 で あ る世 帯 d i% m の ヱ
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(4)助　　成

ァ　助成金支出状況(昭和52年度予算)

熊本市保育所連盟助成金

年額　2,000,000円

私立保育所補助金

年額　30,556,000円

私立保育所補助基準( 5 1年度実績)

定 員 3 才 児 以 上 3 才 未 満児 0 才 児

6 0 以 下 3 6 0 円 8 4 0 円 1 , 6 8 0 円

6 1 ~ 9 0 2 9 0 7 7 0 1 , 5 4 0

9 1 ~ 1 2 0 2 6 0 7 4 0 1 , 4 8 0

1 2 1 ~ 1 5 0 2 4 0 7 2 0 1 , 4 4 0

1 5 1 以 上 2 3 0 7 1 0 1 , 4 2 0

イ　保育所建設嚢補助金

補助金の額は、社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費の国庫補助(負担)基準によb算出した額

から、当該法人が国、県又はその他の補助機関から交付を受けた補助金等の額を控除した額に、次表に

定める補助率を乗じて得た額とする。

補 助 率

* f *s m 増 改 築

市長が措置権
者である場合

そ の 他
市長が措置権
者 で ある場合

そ の 他

4 分の 1 - 4 分の 1 -

年額19,575,000円

り　無認可保育所助成　(昭和51年12月1日開始)

助成内容　園児賠償責任保険料、職員研修費、遊具貸与

助成状況1 8カ所、 1,1 68千円(昭和52年度予算)

(5)児童扶垂手当

ア　児童扶養手当受給世帯数

(昭52.4.1現在)

区 分 .離婚世帯 死別健帯 未婚母子世帯 疾病者世帯 遺棄世帯 その他の性帯 計

世 帯 1,1 9 1 2 0 2 2 5 7 1 2 2 2 4 9 8 2.0 2 9

(荏)月額1人17,600円

イ　特別児童扶養手当受給世帯数

区 分 1 級障 害 児 2 級 障 害児 計

世 帯 3 4 3 4 0 3 8 3

(荏)月額1人-・・・

(6)施　　設

ア　助　産・母子寮

1級　20,300円

2級13,500円

(昭52. 4. 1現在)

種 .別 施 設 名 経営 主体 施 設代 表 者 所 在 地 認 可年 月 定 員

助 産 熊 本 産 院 熊 本 市

〟

星 子 敏 雄 本山町 4 軍 7 昭 2 5. 7 2 0 (抹)

母 子 寮 熊本在立母子寮 〟 大江二6 - 1 - 5 0 〝2 6 . 8 1 8 ㈱

〟 友愛会 〝 社会福祉法人 佐 藤 義 昭 壷川 2 - 1 - 5 7 〝2 3 .1 0 2 0 (撹)
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施 設 名 経営主体 施設代表者 所 在 地 認可年月 定 員

熊本乳 児院社会福祉法人

〟

続 草書 本荘2ー3- 8 昭2 2.12 30

慈愛園乳児ホ- A 潮谷総】邸. 神水1- 14- 1 〝2 5. 4 15

ウ　養護施設

珪菅崎聖母愛児園

慈愛園子供ホーム

菊　水　学　園

天　　使　　園

鯨　*w fl Ml.刺

田　塑iXif

三浦　糸子

潮谷縫-邸

松本ー　孝治

岩永　茂子

平野　松枝

田Eサ^E3劉

島崎町島崎8 3 7

榊水l-14-1

大江町渡鹿1 768

大江町渡鹿9 2 8

古京町3-5

龍田町上立田9 1 5

昭23. 5

〝23.　5

〝25.1 0

〝23.1 1

〝2　4.　3

〝23.1 0

エ　精神薄弱児施設

愛 育 学 園 社会福祉法人

〟

〟

坂 本 次 人 . 清水町新 地 7 2 0 昭 3 8 .1 2 8 0

大 江 学 園 塘 林 恭 介 大江町渡鹿 3 0 〝4 0. 6 9 0

仁 愛 ひ か り 圃 宍.戸 春 雄 薄場町 2 9 5 〝4 5.l l G 通園) 3 0

白 川 学 園 熊 本 県 小 澄 良 二 清水町打越4 7 6 明 4 2. 2 6 0

力　盲ろうあ児施設

熊本 ライ トハ ウス 社会福も鑑 人 山 口 拓 爾 一新生町 2 丁 目 昭 2 8 . 7 6 0

キ　婦人保護施設

熊 本 県 婦 人 寮 摩 本 県 村 上 慧 南町 9 昭 3 3 . 8 3 0

ク　保育所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭52.4.1現在)

公　立

施 設 名
定 員 職 員 数

所 在 地 施 設 名
定 員 職 員 数

所 在 地雨
保母 その他 計 乳 児

再̀権も
保母 その他 計

本荘保育園 1 3 0

2

3

9 4 1 3 本荘6丁目 大在二保育園 60

1

6 2 8 大江6丁目

寺原 〝 70 5 2 7 坪井 5丁目 春日 〝 74 6 2 8 横手町

横手 〝 10 0 7 4 l l 横手町 flfTK " 90 7 3 10 清永本町

白山 〝 90 6 2 8 白山2丁目 中島 〝 60 3 2 5 押新町

京壕 〝 11 0 5 2 7 健軍町 幸田 〝 90 7 2 9 御幸笛田町

京町台〝 9 0 5 3 8 池田 1丁目 健軍 〝 90 1 6 2 8 健軍2 丁目

ォe* 〝 90 4 2 6 水道吋 水前寺〝 90 1 7 2 9 水前寺公園

池上 〟 60 3 2 5 池上町 乳児 〝 60 9 15 4 1 9 水道町

J /j、島 〝 70 ー 3 2 5 4、島下町 計.1 7 カ所 1,424 171 1 04 4 2 14 6
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私　立

施 設 名

定 員 職 員 数.

所 在 地 施 設 名

定 員 職 員 数

所 在 地乳児
(再掲ー 母 そ 計

乳児 保母 その 計

自尊 保 育 園 9 0 1 7 3 1 0 島崎 3 丁目 天使の園保育園 60 7 8 3 l l 大江町渡鹿

黒 髪 幼 愛 園 20 0 3

5

15 4 19 黒髪 2丁目 きよめ. 〟 6 0 9 1 0 4 1 4 国府 2 丁目

愛 光 幼 児 園 6 0 6 3 9 新大江 2丁 はけみや 〝 6 0 1

2

6 3 9 清水町高平

城 高 保 育 園 6 0 6 2 8 城山大塘町 九品寺 〝 90 7 3 1 0 九品寺 5 丁目

みのり 〝 6 0 5 3 8 本荘 3 丁目 画 図 〝 60 7 3 10 面図町下江津

双 葉 P 90 8 4 12 本荘 2 丁目 二 岡 〝 1 20 8 3 l l 戸島町

城 南 幼 愛 園 9 0 2

4

7 3 10 春日町 広 福 〝 60 5 3. 8 長嶺町

のぞみ保育園 90 6 3 9 若葉 2 丁目 託麻小山 〝 60 6 2 8 4、山町

友愛会 〝 60 6 3 9 重川 2 丁目 供 合 〝 1 14 2 8 3 l l 上南部町

聖 母 幼 愛 園 120 8 4 12 甫町 森 下 〝 120 2 9 3 12 南高江町

ひかり幼児園 120 1 0 3 1 3 大江 2 丁目 第二鋲ケ丘 〝 90 3 10 2 12 世安町

ひばり保育園 120 2

2

1

2

2

9 4 13 健軍町 本妙寺 〝 90 3

2

7 2 9 花園4 丁目

旭 〝 1 5 0 l l 3 14 近見町 帯 山 〝 60 7 2 9 健筆町

かつば 〝 90 8 2 10 保田窪本町 * * 60 5 3 8 画図町

マリア 〝 9 0 7 3 10 水前寺4 丁 くすの実 〝 120 9 4 13 楠 4 丁目

報 徳 〝 9 0 7 3 10 池田2 丁目 千 草 〟 90 8 3 ll 萩原町

4、 碩 〝 9 0 6 3 9 新南部町 こずえ 〝 6 0 1 6 3 9 八島町

* * 6 0 5 3 8 =托園6 丁目 光 輪 〝 6 0

2

6 3 9 秋津町沼山岸

ひまわり u 6 0 6 3 9 新大江 1丁目・-- < I ' 3 0 5 2 7 花園5 丁目

秋 津 〝 9 0 b 3 9 秋津町招山 エ:/ゼノレ 〝 9 0 2 7 4 l l 健筆町

若 葉 幼 愛 園 9 0 7 3 1 0 池上町 城 山 〝 6 0

q

4

4

6 3 9 城山上代町

かおる保育園 9 0 8 3 l l 中島町 やまびこ n 30 6 2 8 尾ノ.上2 丁目

有 明 〝 6 0 b 3 9 4、島下町 こまどり n 90 7 2 9 長嶺町

藤崎台 〝 6 0 5 3 8 古京町 むつみ 〝 90 6 3 9 楠 1丁目

城 北 〝 1 20 ll 3 14 清水町新地 第二森下 〟 90 8 3 l l 近見町

t S " 2 10 6

3

17 4 21 薄場町 さくらぎ 〝 60 6 3 9 苑立 3 丁目

ぎん夜ん P 9 0 7 3 10 京塚本町 武蔵ケ丘 u 90 9 3 1 2 武蔵ケ丘1丁目

川 尻 〝 9 0 8 3 ll 川尻町 日 向 〝 60 6 3 9 戸島町

つぼみ 〝 9 0 7 3 10 国府本町 御幸こぼと〝 90 6 3 9 御幸笛田町

シオン 〝 60 14 12 4 16 古‥妖町 田 迎 . 〟 60 5 3 8 EEl迎町良町

くるみ 〝 90 2 7 4 ll 大江町渡鹿 さつきケ丘〝 60 7 3 10 龍田町上立田

仁 愛 乳 児 園 90 19 16 3 19 春日4丁目 計 6 5 カ所 5,534 12 2 49 0 196 6 8 6

木の実保育園

杉の子 〝

90

90

1 7

7

3

3

10

.10

西原 2 丁目

二本木 4 丁目公私計 8 2 カ所 63 58 13 9 59 4 2 38 8 32

(注)公立、私立の定員中乳児( 0才児)数は実数

ケ　季節保育所

年 度 保 育 期 ra 設 置 数 収 容 人 員

4 8
春 期 5 月 2 5 日～ 6 月 2 3 日 ( 3 0 日間 ) 6 2 7 0

秋 期 1 0 月 2 5 日～ 1 1 月 2 4 日 ( 3 0 〝 ) 6 3 0 0

4 9
春 期 白月 2 5 日～ 6 月 2 4 日 ( 3 0 " ) 4 1 9 5

秋 期 1 1 月 1 日～ 1 1 月 3 0 日( 3 0 〝 ) 4 2 2 7

5 0
春 期 5 月 2 5 日～ 6 月 2 3 日( 3 0 〝 ) 1 2 5

秋 期 1 0 月 2 5 日～ 1 1 月 2 3 日( 2 9 〝 ) 1 2 5

5 1
春 期 5 月 3 0 日～ 6 月 2 8 日( 3 0 〝 ) 1 1 6

秋 期 1 1 月 4 日～ 1 2 月 8 日( 3 0 〝 ) 1 2 1

コ　東部児童館

所　在　地　熊本市健軍町4474番地(東部市民センター内)
設置主体　熊本市

開設年月日　昭和52年9月1日予定
構　　　造　鉄薪2階建
敷地面積　8,00Onf
建物面積　273.23nf(占用部分)
着　　　工　昭51.9.24
完　　　工　昭52.6.20
建　設　費　4,500万円
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4　身体障害者福祉

(1)障害者の実態
(昭和.51年度)

年 齢 . 性 別

障 害 別

1 8 才 未 満 1 8 才 以 上

計

f j 女 ft 男 女 計

視 覚 障 害 1 4 1 3 2 7 7 4 4 7 6 5 1 ,5 0 9 1 ,5 3 6

曜 細 ま平 衡枚 能 障 害 5 9 4 0 9 9 6 3 9 6 0 1 1,2 4 0 1 ,3 3 9

言 語 一 機 能 障 害 1 3 4 4 7 1 8 6 5 6 9

肢 .体 不 自 由 1 4 9 1 1 9 2 6 8 3 ,1 8 6 1 ,6 3 4 4 ,8 2 0 5 ,0 8 8

内 部 疾 患 6 4 1 0 1 8 0 1 0 7 2 8 7 2 9 7

計 2 2 9 1 7 9 4 0 8 4 ,7 9 6 3 ,1 2 5 7 ,9 2 1 8 ,3 2 9

(2)身体障害者福祉モデル都市

昭和5 0年5月モデル都市の措定を受け、各界の代表5 3名を「身体障害者福祉モデル都市推進協議会」

の委員に委嘱し、 9月2 3日第1回の協議会を開催した。

協議会に民間施設、公共施設.広報の三部会を設けて、各身障者団体の意見.要望をもとにして昭和5 0年

度事業分として予算額3 5,0 00千円(国、県補助各1 0,0 0 0千円)由和5 1年度事業分として予算額

8,2 0 0千円(単費)で次の事業を行った。

項 目 内 . 容
実 施 状 況

昭 和 5 0 年 度 昭 和 5 1 年 度

道路交通安全施設の整備

歩道の段差除去

水道町 .交通センタ

I 間ほか総延長 2,8
4 0 m にわたる歩道

-

歩道盲人用カラI ブロック、点字鋲

誘導帯の設置 8 3 0 m 1 5 0 m

盲人用音響式信号機の設置 9 カ所 -
聴覚障害者用交通安全標識設置 - 2 0 本

公共施設の構造設備の改造

市庁舎及び市民会館内身障着用施設

改良工事

点字カラ- y ロック.

スロl プ、自動 ドア
専用 トイレを設置

-

熊本城、陸上競技場、水辺動物園に

身障者専用 トイレの設置 - 3 カ所

公共施設に車椅子の配備 市庁舎及び出先機関に配備 1 4 カ所 4 2 台 -

簡 易 入 浴 事 業

寝た尊D の重度身障者のため中央老

人福祉センタI 内に簡易入浴装置を 簡易入浴装置 1 カ所

設置 し、車椅子を備えた搬送車によ

b 看護婦付添で送 3,迎えをする

搬送車 1 台

広 .報 活 動

聴覚障害者が安心 して他所を訪問で

きるようにカI ドとマ- クをつ くb

配布

F 霊芝票 空言丁 」 } 壷蜘

】般市民に対する普及啓 もう

「市政だよb 」や各種会合を利用 して広

報を行 うとともに各民間企業、行政期間

や団体等に、施設設備の改善、接遇の改

善等について協力方を依頼
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(3)身体障害者更生援護状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭和51年度)

区 分

障 害 別▼

戟

政

突

入

運賃割引証交付 相談 . 指導及び措置
手帳交付

国 鉄 自動車 補

装

職生

業活

及

更

坐

施

設

そ

の早 介 単及介 申 決

局
独

用

護

用

護
独ぴ用

具 描

び導

医

痩

入

顔 .
他 請 定

視 覚 障 害 7 0 6 1 8 5 2 9 9 9 6 5 4 2 - 4 - 6 6 6 6

薗 覚 陸 軍 6 9 3 2 6 1 2 3 6 6 6 6 5 7 - 0 - 5 8 5 8

言語 . 機能障害 3 1 6 4 2 - 1 8 - 0 - 1 1

肢 体 不 自 由 1,5 7 4 8 0 4 1 3 9 2 0 4 1 5 0 3 l l 2 5 - 2 3 8 2 3 0

内 細 疾 患 7 2 - - - 1 2 9 0 - 4 2 4 0

計 3,0 7 6 12 5 6 6 7 8 3 6 8 2 6 9 3 1 . 4 0 2 9 - 4 0 5 3 9 5

(4)身体障害者家庭奉仕員制度
(昭52.4.1現在)

奉 仕 員 派遣対象世帯 委 託 費 用 奉仕員報酬 1人 当月額

8 3 6
9,9 9 1 千円 7 9 ,0 0 0 円

(注)昭和4 2年度より無本市社会福祉協議会に委託実施

(5)身体障害者相談(昭和51年度)

相　談　員　　　　　12人

相談件数　　　　800件

委　託　料　　月額700円(県費)

(6)心身障害者扶養共済制度

目　　的

心身障害者の保護者が死亡又は廃疾となった後、残された心身障害者に年金を支給し、障害者の生活の

安定と保護者のいだく不安を軽渡しようとするものであるo

心身障害者の範囲

精神薄弱者にあっては、知能指数7 5以下、身体障害者にあっては、障害の程度が1級から3級までの

者及び精神又は身体に永続的75:障害を有する者で、前述の者と同程度と認められる者。

加入者

心身障害者の保護者(心身障害者の酉猟　父母、兄弟姉妹、祖父母又はその他の親族で現に心身障害

者を扶養しているもの. )であって、原則として4 5才未満の者とする。

ただし、制度発足当初(昭和46年3月31日まで)に限9、 65才未満とする.
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年 齢 区 分 掛 金 月 額

3 5 才未満の者 1,0 0 0 円

3 5才以上 4 5 才未満 の者 1, 3 0 0

4 5才以上の者 1,5 0 0

給付金

加入者が死亡又は廃疾となったときは、心身障害者を扶養する者(年金管理者)に対し毎月2 0,000

円の年金を支給する。

加入後1年臥上の者で、・心身障害者が死亡したときは一時金として2 0,0 0 0円を支給する。

開始日　昭和45年4月1日

(7)市民福祉特別手当　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭52.4.1 )

手当の種類 支 .給 要 件 金額(年額) 人員 .

重度心身障害児手当 障害等級1級2級.知能指数35以下の20才未満
6,0 0 0円 5

中庭心身障害児手当 A/ 3級4級 50以下の // 3,0 0 0 3

(a)障害福祉年金、福祉手当、特別児童扶養手当の受給者施設入所中のものは除く

(8)施　設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭和51年度)

種 別 施 設 名 経営主体 施設代表者 所 在 地 認呼年月 定 員

肢体不自

由者更生

施 設

熊本県身体障害

者更生指導所
熊本県 吉田 実 大江町渡鹿8 4 3 昭 28.9

入所 6 0

通所1 0

5　精神薄弱者福祉

(1)福祉相談室(昭5 1.1 0.1設置、既設の精神薄弱者相談室を充実強化し、改称)

ア　業務の内容

家庭児童の養育指導に関すること

心身障害児(者)の療育、育成に関すること

婦人の生活福祉に関するとと

その他の福祉相談に関すること

児童、心身障害児(者)及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的及び精神

衛生上の総合的診断、判定を行うこと
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イ　職員の配置

室　長　　　　　　1人　　　　　　　家庭相談員　　2人

(精神薄弱者福祉司・心理判定員を兼務)　婦人相談員　　2人

事　務　職　員　　　2人　　　　　　老人電話相談員　2人

技師(看護婦)　　　1人

嘱　　託　医　　　2人(嘱託拳ト1人月額12,000円)

福祉訓練指導員　　　　2人

ウ　利用状況(昭和51年度)

障害別区分

障 害 性 別 男 女 計

精

棉

薄

弱

軽 度 2 1 5 1 2 9 3 4 4

中 度 2 5 5 1 8 1 4 3 6

重 度 2 4 1 2 0 2 4 4 3

最 重 度 7 6 6 6 1 4 2

境 界 線 2 4 1 2 3 6

重症 心 身 障 害 2 6 1 3 3 9

性 格 行 動 問 題 5 7 1 6 7 3

精神 身 体 障害 4 2 2 0 6 2

そ の 他 7 9 3 6 1 1 5

計 1 ,0 1 5 6 7 5 1,6 9 0

エ　措置手旨導状況

年齢別区分

年 齢 性 別 男 女 計

0 才～ 5 才 3 1 1 1 7 6 4 8 7

6 ~ 1 2 2 7 6 1 4 8 4 2 4

1 3 ~ 1 5 5 9 2 6 8 5

1 6 ~ 2 0 8 7 8 8 1 7 5

2 1才 以 上 2 8 2 2 3 7 5 1 9

計 1 ,0 1 5 6 7 5 1 ,6 9 0

(昭和51年度)

晶 ヾ 聖
在宅指導 教育措置 施設措置 磯業腹媒奈托 医療措置 その他 計

男 3 3 4 1 0 7 1 0 0 4 9 9 3 3 3 2 1,1 0 5

女 2 5 3 5 3 8 3 2 3 5 1 2 1 2 6 7 5

計 5 8 7 1 6 0 1 8 3 7 2 1 4 4 5 4 4 1,6 9 0

唆)心身障害児(者)家庭奉仕員
(昭52.4.1現在)I

奉 仕 員 派遣対象世 帯 委 託 費 用 奉仕員報酬 1 人当月額

6 3 0
7,4 9 3,7 6 0 千円 7 9 ,0 0 0 円

(注)昭和4 6年度より熊本市社会福祉協議会に委託実施

(3)福祉訓練所

業務内容　精神薄弱者で、直ちに一般雇用関係に入ることが困難な条件を持つ者に対し、二の丸公園地

域の美化作業を中心とした、個別指導及びグループ指導.レク.J--yヨソ等の集団指導

を行い、自立の援助を図る

収容人員　　20人

(4)職　親　制度,(昭52.4. 1現在)

職親登録　　　　　　　　　1 8事業所

職親委託数　　　　　　　　　　9人

委託料　　　　　　1人月　4,000円
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(5)精神薄弱者相談(昭52.4.1現在)

相談員　　　　　　　　　　　　1 5人

相談件数　　　　1カ月　　　3 7件(平均)

委託料　　　　　1人月　900円

(6)更生施設入所状況

(昭52.4. 1現在)

施 設 名 所 在 地 定 員 本 市の措置人員

も み の 木 園 長嶺町南出口1 3 3 2 ー 1 6 0 2 6

苓 山 寮 本 渡市本町下河 内 6 8 0 9 0 1 9

つ つ じ 丘 学 園 球 磨都須恵村 4 1 8 0 - 1 5 0 5

蓮 の 実 園 福 岡県八女郡上陽町大字 上横山 4 0 0 0 8 0 2

清 香 園 下益城郡 於橋町竹崎 4 0 3

凌 ぎ 事 案 牛深市深海町浅海 5 7 8 7 6 0 9

す み れ 園 鹿本郡植木 町田底 7 0 6 0 1 0

南 海 寮 本渡市本町下河内 1 6 8 5 - 1 6 0 9

赤 坂 園 福岡県八女郡広川町大字】条 1 3 5 7 1 0 0 3

(7)授産施設入所状況
(昭52.4. 1現在)

施 設 名 所 在 地 定 員 本市 の措置人員

仁 愛 事 業 所 城山上代町 2 0 0 1 適所 3 0 2 3

.仁 愛 和 光 学 園 =妖山l上代町 1 9 8 0 収容 4 0 9

健 康 荘 福岡県柳川市大字金納 3 0 1 - 5 収容 6 0 1

6　老　人　福　祉

(1)老　人　数
(昭52.4. 1現在推計)

区 分 人 数 .

6 5 才 ～ 7 0 才 1 4 ,4 5 9 蝣蝣

7 1 才 以 上 2 3 ,1 0 5

計 3 7 ,5 6 4

(2)措　置　状　況
(昭52.4.1現在)

区 .分 施 設 数 (県 内 ) 定 員 本 市 の 措 置 人 員

養 護 老 人 ホ ー ム 1 5 8 3 7 3 3 1

特 別養護老人ホー ム 1 2 1 ,1 0 2 1 9 5

計 2 7 1 ,9 3 9 5 2 6
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(3)老人健康診断実施状況

区 分 年 慶 4 7 4 8 4 9 . 5 0 5 1

対 象 人 員 3 2 .0 0 0 3 4β0 0 3 4 ,4 6 3 3 5 ,0 0 0 3 7 ,5 6 4

受 診 人 員 1 0 ,5 3 7 4 ,3 4 5 4β 7 6 5 ,0 4 3 8 ,3 0 2

受 診 率 (% ) 3 2 .9 1 3 .6 1 4 .1 1 4 .6 2 2 .1

経 費 (円) 9 ,8 1 2 ,9 0 8 4 ,0 1 6 ,9 8 7 5 ,4 1 5 ,3 8 8 6 ,5 6 7 ,8 5 1 1 2 .0 1 2 .0 4 3

(注)市医師会と委託契約の上最寄Dの医療機関にて診査を実施

(4)老人家庭奉仕員制度
(昭52.4.1現在)

奉 仕 員 派遣対象世帯 委 託 費 用 奉仕員報酬 1 人当月額

2 3 人
1 1 0

2 6 ,2 5 5 千円. 7 9,0 0 0 円

(注)昭和4 2年度より.無本市社会福祉協議会に委託実施

(5)老人クラブ助成状況

ア　老人クラブ活動助成金

区 分 年 産
4 7 4 8 4 9 5 0 5 1

老 人 ク ラ ブ 助 成 対 象 数 1 6 4 2 0 1 2 3 1 2 8 1 3 0 8

会 貝 数 1 0 ,9 7 9 1 4 ,0 0 0 1 4 ,8 0 2 1 7 ,7 7 5 1 9 ,6 8 4

助 成 金 支 出 額 ( 円 ) 3 ,8 9 1 ,3 0 0 6 ,8 7 9 ,0 0 0 9 ,7 8 1 ,2 0 0 1 3 9 8 3 ,6 0 0 1 4 6 9 2 0 0 0

助成基準　3 0人以上が登銀し、9カ月を超え、活動したクラブ(年度途中結成のクラブは6カ月JiLh)

助成金　　月額4,5 0 0円

イ　老人クラブ結成助成金

金額　1クラブ当D　5,000円

件数　20件(昭和51年度)

(6)施　　設

ア　老人福祉センター

中央老人福祉センター

所　在　地　熊本市南千灰畑町10番地7号
経営主体　熊本市(管理運営は市社会福祉協議会

委託)
開設年月日　昭和50年9月2日
構　　　造　鉄筋2階建
敷地面積　541m"
建物面積　延496irf
建　設　費　51,435千円
開館E]時　午前9時～午後5時(休館日は毎週

月曜日及び祝日)

使　用　料　浴室使用料　20円
定　　　員　200人
主な設備　機能回復訓練室等
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東老人福祉センター

熊太市健軍町4 7 98番地

熊本市(管理運営は市社会福祉協議会に委託)

昭和46年4月1日

木塩　瓦茸　平屋建
330irf

延20 8.7iが
8,445千円

午前9時～午後5時(休館日は毎週火曜日及び祝
日)

浴室使用料　20円
100人

集会娯楽室

娯　楽　室
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西老人福祉センター

所　在　地　熊本市4、島上町字南4番地

経営主体　熊本市(管噺市社会福祉協義会

に委託)

開設年月日　昭和49年7月10日

構　　造　木造、平屋建

敷地面積　3,400rf

建物面積　延252汀f

建　設　費　25,875千円

開銀日時　午前9時～午後5時(休館日は毎週

木曜日及び祝日)

使　用　料　浴室使用料　20円

定　　　員　100人

主な軍備　集会室1、娯楽室1-、談話室1

図書室1、浴室男女各1

事務室111管理人室　2

北老人福祉センター

所　在　地　無本市八景水谷1丁目2番6号

経営主体　熊本市(管理運首ま市社会福祉協議会

に委託)

開設年月日　昭和48年10月22日

構　　　造　鉄筋、平家建

敷地面積　2,961nf

建物面積　延296m"

建　設　費　24,300千円

開鋸日時　午前9時～午後5時(休飽日枝毎週

水曜日及び祝日)

使　用　料　浴室使用料　20円

定　　　員　100人

主な設備　集会室lt　娯楽室1、談話室1

図書室1、浴室男女各1

事務室1、管理人室2

利用状況

南老人福祉センター

熊本市八幡町城の後1 3 6 8番地1

熊本市(管理運営は市社会福祉協議会に委託)

昭和49年6月27日

木造、平屋建

41Orが

延264m1

24,486千円

午前9時～午後5時(休館日は毎週金曜日及び祝日)

浴室使用料　20円

100人

集会室1、談話室1,娯楽室1

図書室1、浴室男女各1

事務室1、管理人室2

(昭51年度)

区 分 . 施設名 中 央 秦 西 南 北

利 用 者 4 4 2 6 2 l l,9 4 2 9,7 6 5 1 4β 6 9 1 0,0 1 9

1 日平 均 利 用者 1 5 8 3 5 3 0 5 0 4 0

使 用料 収 入( 円) 4 6 7.1 0 0 2 0 5 ,0 6 0 1 9 2 ,8 0 0 2 1 3,2 0 0 1 6 5,4 2 0
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イ　弘済寮

所　在　地

経営主体

開設年月

種　　　別

構　　　造

敦地面凍

建物面積

定　　　員

主な設備

措置状況

ウ　老人憩の家

熊本市谷尾崎町1 5 4 6番地

熊本市

昭和11年4月

養護老人ホーム

木造、瓦茸、平家建

10,222.014irf

延2,04.8.4 75iが

146人

集会所、納骨慰霊塔、炊事室、医務室、静養重、浴室

区 別 性 別
男 女 計

熊 本 市 ( 市 費 ) 3 1 5 6 8 7

熊 本 県 ( 県 費 ) 3 1 4

計 3 4 5 7 9 1

区 分 所 在 地 経 営 主 体 開 設 年 月 構 造 敷 地 面 鏡 弓k M M i l 建 設 費 恥 日 使 用 料 定 員

龍 寿 荘 龍 田 町 上 立 田

熊 本 市

( 地 元 運

営 委 員会

に委 託 )

4 8 .1 0 C-Z 'i y.

Irf

1 ,6 4 2

n f

2 7 7 .2

.千円

5,6 1 5

午 前 9 時

～

午 後 5 時

無 料 . 5 0

棉 (団 地 脚 設 ) 楠 1 丁 目 〟 4 8 .1 0 〟 4 2 .5 0 〟 〟 3 0

新 地 (、 清 水 町 新 地 〟 4 8.1 0 〟 4 2 .5 0 〟 H 3 0

城 山 城 山 半 田 町 42 3- 2 〟 4 9ー 4 〟 2 6 4 6 1 .3 7 3 ,6 5 2 〟 〟 5 0

北 水 前 寺 集 会 所 水 前 寺 3- ll- 2 7 〟 4 9 . 7
木 造

2 階 建
1,3 2 2 4 9 .6 8 3 ,4 2 6 〟 〟 4 0

黒 髪 老 人 憩 の 家 黒 髪 6..ゼ 6 - 26 〟 4 9 .1 0
プ t/)、ブ
平 屋 1 0 0 3 3 .8 8 3 ,0 0 0 〟 〟 3 0

城 北 〝
清 水 町 麻 生 田

1 7 2 9 - 1
n 4 9 .1 0 〟 3 2 4 5 8 .3 2 4 ,5 0 0 〟 〟 3 0

清 水 〝 重 囲 町 1 7- 2 4 〟 5 0 . 1 〟 2 0 0 5 8 .3 2 4 ,5 0 0 〟 〟 3 0

花 園 〝 花 園 5 一 1 7- 4 2 〟 5 0 . 2 〟 1 0 0 3 8 .8 8 3 ,0 0 0 〟 〟 3 0

田 迎 〝 田迎 町 出 仲 間 5 3 2 〟 5 0 . 2 〟 5 2 8 3 8 .8 8 3 ,0 0 0 〟 〟 3 0

尾 ノ 上 〟 尾 ノ上 2 - 1 2 - 2 2 〟 5 0 . 2 〟 1 4 9 3 8 .8 8 3 ,0 0 0 〟 〟 3 0

秋 津 〝
秋 津 町 沼 山 津

1 3 8 7
〟 5 0 . 3

木 造

平 岸
4 9 5 6 9 .8 4 6 ,5 0 0 〟 If 3 0

春 日 〝 春 日 5 I 8 - 2 1 〟 5 0 . 6
プ レン、プ

平 屋
8 5 3 9 .2 9 3 ,0 0 0 〟 〟 3 0

春 竹 〝 萩 原 町 7 4 0 - 1 〟 5 0 .1 I 〟 3 6 2 6 8 .0 4 4 ,8 7 1 〟 〟 5 0

出 水 〟 出 水 5 丁 目 〟 5 1. 4 〟 1 2 5 38 .8 8 3 ,2 5 0 〟 〟 3 0

抽 出 集 会 所 長 嶺 町 抽 出 n 5 1. 5 〟 1 2 5 3 8 .8 8 3 ,2 5 0 〟 〟 3 0

川 づ る 老 人 憩 の 家 大 江 町 渡 鹿 . 〟 5 1. 6 〟 1 2 5 3 8 .8 8 3 ,3 2 0 〟 〟 3 0

黒 髪 西 P 黒 髪 3 - 9 1 〟 5 1.1 2
木 造

平 屋
6 9 3 3 9.7 4 2 月 8 5 n 〟 3 0

長 嶺 〝 長 嶺 町 3 2 2 4 〟 5 2 . 8 〟 1 0 2 4 2 .0 3 .0 0 0 〟 〟 3 0

高 平 台 〝 津 浦 町 2 3 - 4 7 〟
5 2 .1 0

予 定
n 1 5 7 5 4 .5 4 ,2 0 0 ) B 〟 5 0

B ォ 乎 EEl町 5 6 4 〟 〟 〟 2,9 7 0 6 9 .3 (5 ,3 0 0 ) 〟 〟 5 0
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エ　その他の施設

種 別 施 設 名 経 営 主 体 施 設 代 表者 . 所 在 地 認 可年 月 定 員 .

養 護

老 人 ホ ー ム
慈 愛 園 老人 ホーム 社 会 福 祉 法 人 杉 村 春 三 神 水 1- 1 4 2 3 . l l 7 0

4 聖 母 老 人 ホ ー ム 詛 マ リ「ポアセリエ 島崎 6 - 1 - 2 7 2 1 . l l 7 0

蝣ォ・

特 別 養 護

老 人 ホ - ム

.) デ ル . ラ イ ト

記 念 老 人 ホー ム ^ 釈 .山 裡 範 黒髪 5 - 2 3 - 1 , 2 6 . 7 0

/ < ウ ラス ホ ー ム Ss 杉 村 春 三 fl T fc l - 1 4 - 1 3 9 . 8 7

養 護

老 人 .ホ ー ム
熊 本 め ぐみ の 園 Ss 坂 本 克 明 小 山町 1 7 8 1 4 7 . 7 0

特 別 養 護

老 人 ホ ー ム
桜 ケ 丘 寿 薗 園

o 産 院 . 了 幸 4、山町 2 4 9 3 4 9 . 8 0

(7)老人福祉手当

区 分 支 給 要 件 年 額
人 員

(見 込 )
5 2年 度予算

寝た き少老人手 当 寝 たき少状態 3 カ月以上 6 5 才以上 7 0 才未満 6,0 0 0 円
1 0

6 0,6 0 0 円

収 容老人特別手 当 老人ホl ムに入所 してい.る 6 5 才以上 7 0 才未満 6,0 0 0 1 0 6 0,0 0 0

(8)敬老祝金(昭和45年4月1日開始)

目　　的　高齢者に対し、敬老祝金を支給し、敬老の意を表するとともに.、その福祉の増進に寄与しよう

うとするものである

受給資格　88才以上であって、本市に居住している者

金　　額　年額　5.000円

支給人員　850人(昭和51年度)

(9)老人居室整備資金融資　(昭和48年4月1日開始)

目　　的　老人と同居する世帯に対し、老人の専用居室を増・改築するために必要な資金を貸し付けるこ

とにより、老人と家族との間の好ましい家族関係の維持・増進に寄与しようとするものである

貸付限度額　800,000円

貸付条件　利率　3%

償還1 0年以内の元利均等月故障遼

貸付対象者　や0才以上の老人と同居する者で市内に居住し、老人の専用室を増・改築しようとする者

52年度予算　貸付金　43,200千円(60件分)

(10)老人福祉電話相談　(昭和48年4月1日開始)

目　　的　一人暮らしの老人に福祉電話を貸与することにより、緊急時の連絡と安否の確認及び各種の

相談を行も＼在宅老人に対し各種サービスを提供する

電話貸与台数　9 8台(昭和5 2.3末現在)

貸付対象者　6 5才以上の老人で古内に居住し、一人暮らしで近所に介護者のいない者

52年慶予算.3,2 64千円
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(ll)移働浴槽車、 (昭和47年11月開始)

目　　　的　　浴槽を持たをレ、単身で入浴・困難な寝たきり老人及び重度の身体障害者等て常時介護を要する

者に対して、定期的に浴槽車を派遣して、無料で適切な入浴の奉仕を行うことにより福祉の増

進を図る　(無本市社会福祉協議会へ委託)

車　　両　移動浴槽者　　1台

搬　送　車　　1台

従　事　者　運　転　手　　　2人

奉　仕　員　　　2人

看　護　婦　　1人

派遣件数1件につき月2回派遣　80件(昭52.4.1現在)

52年度予算　5,50 5千円

(12)電車・バス特別回数券交付事業(昭和5 0年7月1日開始)

目　　　的　老人及び心身障害者の福祉増進のため、電車・ノミス特別回数券を交付する

対　象　者　70才以上の老人.ただし寝たきり及びそれに近い状態の人を除く

(心身障害者の場合は、障害等級1級～3級の人及び知能指数5 0以下の人。なお介護を要す

る場合は介護者を含む)

事業内容　7 0才以上の老人に敬老優待証及び特別回数券を交付する

電車(市) 、バス(市、産交、電鉄、熊本バス)に乗車する際、敬老優待証(心身障轟音の場

合は手帳)を提示することにより、A特別回数券を使用できる

なお、交付する特別回数券は、希望する1社のもので、 1,9 8 0円相当(JL身障害者の場合は

1,320円相当)

対象者数　老人　23,100人　身障者　2,542A　精薄者　676人

. 52年度予算　38,000千円

(13)一人暮らし老人訪問事業(昭和50年7月1日開始)

目　　　的　-1二人暮らし老人を訪問し、声をかけて、その安否を確認し、あわ漣て乳酸菌飲料等を配布するこ

とによって老人の福祉の増進を図る

対　象　者　市内に居住する満・65才以上の「鳩らし老人で、日常安否の確認をする者がいない者

事業内容　市が委託する乳酸菌飲料等の販売業者の配達人が. 「人暮らし老人を訪問し、安否の確認をし,

あわせて乳酸菌飲料等を配布する。緊急事態が生じたときは、状況に応じて民生委員、福祉事務

所.病院等-連絡をする

対象者数1,400人

訪問回数　週隔日3日

52年度予算　5,6 70千円

(14)老人農園　(昭和51年度開始)

目　　　的　土に親しみながら老人の生きがいと健康増進をはかるために、市が無償で借り上げた遊休地を

1人当り1 0-1 5irf程度貸与する

無本市老人クラブ連合会に委託

対　象　者　60才以上の老人
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農　園　数　4カ所を予定(1カ所当り　1,50Orf程度)

52年度予算1,2 0 0千円

(15)長寿の里

無本市筏園町柿原自衛隊射撃場跡地に老人の心身の健康増進に資する各種老人福祉施設の機能的集団配置

をはかるため、国、県などと協力して公園、住宅と一体となった簸豊かな明るい「長寿の里」 (仮称)を建

設する。

ア　長寿の里(仮称)全体計画

用地　10.7ha

福祉施設　　4 ha

公　　園　　4ha

住　　宅　2.7ha

イ　養護老人ホーム建設　　　定員150人

事業年度　昭和52年度～53年度(整地、設計委託、建設)

7　同和対策事業

(1)概　　況

昭和4 0年8月、内閣総理大臣の諮問機関である同和対策審議会から、同和問題解決のための基本的方策

について答申がなされ、これに基づき昭和4 4年7月「同和対策事業特別措置法」が制定施行された。

この法律では、歴史的、社会的理由によって生活環境等の安定向上が阻害されている地域(対象地域、す

なわち同和地区)の住民の社会的、経済的地位の向上を不当に阻む諸要因を解消することを同和対策事業の

目標としている。

同法施行に伴い、政府は関係各省庁に係る向う1 0年間の「同和対策長期計画」を策定し、以後同法に基

づく各種の施策を総合的に推進している.

本市においても、同和対策審議会の答申の趣旨を十分尊重するとともに、同和対策事業特別措置法の精神

にのっとり、同法施行以来、国及び県の施策動向に歩調を合わせながら、同和地区の実情及び地区住民の意

向を尊重し、逐次同和対策事業をすすめてきた。

具体的には、戦災復興土地区画整理事業及び公共下水道整備事業等を実施し、地区の生活環境の改善整備

に鋭意努力を払いながら、一方では特に昭和4 7年度かウ住宅改修資金貸付事業及び街灯設置事業など環境

整備のための施策を、また、 4 8年度からは同和地区の児童生徒に対する進路保障のため入園、入学支度金

及び就職支度金など教育、就職を促進するための施策を実施している。

さらに、 5 0年度からは、市民局に同和対策室が設置され,今後の同和対策事業の推進について、現在関

係各部局と緊密な連携のもとに年次計画を作成し、地域住民の理解と協力を得ながら総合的に各種の施策を

進めつつある。

-今後特に、教育文化の向上、居住額境の整備、職業の安定向上のための施策を重点的に推進する計画であ

る。

なお、昭和5 0年度には長年にわたる地区住民の要望であった隣保館の建設に着毛昭和51年5月開館し地

域性艮の生活の安定向上及び同和問題の真の解決に資するためのコミュニケーションの拠点として大きな期待

が寄せられている。
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(2)同和地区の概要

ア　地区数

イ　地区面積

り　世帯数及び人口構造

1地区

ll.90ha

区 分 世帯数 人口総数

性別人口

男 女

年　　　　齢

0 ~ 5 6 ⊥ 1 4 15 ~ 19

地 区 全 体 6 9 4 1,8 5 8 8 8 7 9 7 1 1 3 4 1 8 4 1 4 7

うち同和関係 4 4 6 1,3 0 8 6 1 0 6 9 8 9 3 1 3 4 1 0 6

別 人 口

20 ~ 3 4 3 5、 44 45 ~ 59 60 ~ 6 4 6 5 以上

4 9 5 2 8 7 3 7 7 5 7 1 7 7

3 0 4 1 9 7 2 8 8 4 5 1 4 1

エ　混住率　　70.4%

オ　生活保護状況

区 分 被 保 護 人 員 保 護 率

市 全 体 8 . 8 3 9 1 8 . 4 % ー

地 区 全 体 1 6 3 8 7 . 7

う ち 同 和 関 係 1 4 1 1 0 7 . 8

力　所得階層分布

区 分 世 帯 数 構 成 比

生活 保護 被 保護 世 帯 8 4 1 2.1

住 民 税 非課 税 世 帯 1 9 6 2 8.2

住民税均等別課 税世 帯 1 5 8 2 2.7

住民税所得割課税世帯 2 5 6 3 7.0

(注)総理府が実施した昭和5 0年6月1日現在全国同和地区調査による

(当市は昭和50年8月1日現在調査)
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(3)同和対策事業の概要

項 目
事 業 費

昭和5 2年度
適 当 部 局

事 業 名 事業開始年度

教育 をすすめるた

適正就学 の促進

クレペ リン検査 等

教職員の研修

入園入学支慶金 (幼稚萄及び小 、中学校並 び

に高校V 大学 )

4 8

〟

〟

〟

(大学 5 1 )

千円

1 7,9 1 8
教 育委員会事

め の施策 社会同和教育

健康増進体力向上

青少年教育

4 8

〟

5 1

務 局

子供勉強会 ( 小学生及び 中学生 )

奨 学金 (高校及び大学 )

〟

〟

居住環境の整備促

進 のための施策

街灯設置 4 7

5 8 8.9 1 6

}福祉部
住宅改修資金の貸付 ′′

地区道路 の舗装 . 5 1 土 木邸

水洗便所改造 5 2 下水道部

児童公 園整備 〟

〟

〟

計 画部

消防施設充実 消防局

公営住宅建設 管理部

社 会福祉 の向上 及

び健康増進 のため

の対策

隣保館 の運営 5 0

1 0 1,8 9 1

同和対策室

福祉部 .

衛生部

福祉部

保育所入所支度金 ′′

老齢者厚生給付金

葬祭援護金

心 身障 害者援護給付金

新生児出産祝金

そ族昆虫の駆除

トラホー ム予防特別対策

結核、 がん検診

保健相談

5 1

〟

〟

〟

′′

〟

〟

5 2

乳児栄養強化 ′′

児童館建 設 〟

職業の安 定向上 の

自動車運 転免許委託料 5 0

1,5 8 4

} 商工部
職業訓練校 入校支匪金 5 1

中学校卒 業者就職支度金 4 8 } ∵ 二十

} 商工部

た めの施策 高校卒業者就職支度金 . 5 1

中高年令者就職支度金

職業訓練受講奨励金

5 2

〟

中4、企業の経営 を 中小企業安定 資金融資利子補給 4 8
1 12 1 2 商工 部

よくするための施策 中小企業経営 指導 5 1

その他総合的な施策
市職員研修 5 0

1,7 1 8
職員部

同和対策事業 の推進 と調整 〟 同和 対策室

l 合 計 7 2 32 0 9
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(4)隣　保　虎

隣保館は、基本的人権尊重の精神及び同和対策審議会の答申の趣旨にかんがみ、同和対策対象地域住民及

びその近隣地域住民に対する理解と借頬のもとに、地域住民に対して生活上の各種相談事業をはじめ社会福

祉、保健衛生等に関する事業を総合的に行うとともに、国民的課鷺としての同和問題に対する理解を深める

ための活動を行い、もって同和行政の第-凄機関として位置づけられるとともに、地域住民の生活の社会的、

経済的、文化的な改善向上及び同和問題のすみやかを解決を図るための、コミュニティーセンターとして活

動することを目的とする。

所　在　地

設　置　主　体

開設年月　日

構　　　　造

¥rnm.-

建　物　面　積

1階

2　階

建設総事業費

熊本市本荘4丁目6番6号

熊本市

昭和51年5月1日

鉄筋コンクT)-ト2階建(冷暖房設備付)

639.32i㌔

660m2

278nf

382nf

115,209,505円

属地資　　2 9,008,505円

工事費　　80,550,000円
aa問
の経費

規　　　　模

5,651,000円

1 階 2 階

区 分 床 面 積 収 容 人 員 区 分 床 面 凍 収 容 人 員

生 活 改 善 室 4 4.1 3 0 集 会 室 1 8 1.3 nf 1 5 0

* m * a 5 3.1 3 0 会 議 室 7 6.9 5 0

* ォ m 2 7.0 学 習 室 2 0.2 2 0

相 談 室 2 3.7 保 健 衛 生 宜 1 9.3

そ の一 他 1 3 0.1 そ の 他 8 4.3

吾† 2 7 8.0 計 3 8 2.0

隣保館利用状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帽51. 5. 1-昭52. 3. 31)
皐 月 5 6 7 8 9 1 0 l l 1 .2 1 2 3 計

勉 強 会

/)、学 生 1 1 9 4 2 0 2 9 7 8 8 i 6 7 2 3 2 24 7 1 9 2 1 7 9 2 0 5 1 5 6 2,3 0 2

中 学 生 7 0 8 8 7 9 1 6 5 18 3 1 0 4 7 8 1 0 7 14 0 1,0 1 4

計 仏) 1 1 9 4 2 0 3 6 7 1 7 6 2 4 6 3 9 7 4 3 0 2 9 6 2 5 7 3 1 2 2 9 6 3,3 1 6

着 付 講 座 1 3 0 1 2 7 1 0 9 1 0 1 5 7 6 9 4 5 6 3 8

生 花 〝 1 0 7 3 7 1 6 5 5 8 3 9 5 3 4 1 4 1 0

手 芸 〝 5 7 5 0 5 8 6 8 2 7 3 0 5 2 3 4 2

茶 道 〝 2 5 2 7 2 2 1 3 7 10 1 0 1 1 4

民 痢 〝 3 0 3 8 4 1 2 1 2 2 24 2 5 2 0 1

料 理 〝 2 7 8 4 3 7 8

レク .) エー シヨ/ 〟 1 1 5 1 0 8 8 1 7 1 4 7 2 3 4 8 2 8 5 2 1

計 (B ) 0 0 0 1 2 5 4 2 3 3 9 4 3 6 6 3 3 5 1 8 3 2 3 4 2 4 4 2 .3 0 4

福 祉 . 職 業 . 経 営 相 談 1 2 2 4 4 2 1 0 1 1 0 2 7

保 健 衛 生 相 談 事 業 7 1 7 0 1 0 4 9 1 2 1 9 1 2 2 3 2 0 3

説 明会 .研 陰 缶等その他 の 事 業 3 7 8 4 4 8 βO B 1,6 1 6 4 8 8 8 0 1 14 8 8 7 1 2 4 1 8 4 0 6 1 2 1 2 8,6 7 5

計 (C ) 3 7 8 4 6 0 1β1 7 1,6 2 1 5 6 2 8 1 3 12 3 8 7 2 4 4 3 8 4 1 9 12 3 5 8,9 0 5

累 計 糾 + 由) + c 4 9 7 8 8 0 ,3 8 4 13 2 2 1 2 3 1 1 J6 0 4 2 0 3 4 1 ,3 5 5 8 7 8 9 6 5 1 ,7 7 5 1 4,5 2 5

-87-

臼



8　医療費助成制度

(1)老　人医　療(昭和48年1月1日、国により実施)

対　象　者　本市に居住する70才以上の者

受給資格者　国民健康保険の被保険者または社会保険の被扶養者で.所得制限以下の者

!Kl!憾
扶秦親族

の 数
本人の限度叡

霊警 務芸'm pi

0 人 700,000 円 5,733,000 円

1 人 920,000 5,982,000

1人増すごとに 260,000 213,000

裏地状況　　件数　　　279,103件

経費　1,666,81 2千円
(昭和51年度)

(2)寝おきり老人医療費助成　(昭和48年4月1日、市により実施、ただし昭和48年10月から国に

より実施)

対　象　者

受給資格者

所得制限

実施状況

本市に居住する6 5才以上7 0才未満の寝たきり老人

国民健康保険の被保険者または社会保険の被扶聾者で.所得制限以下の者(身体障害が1.

2. 3級以上程度の者)

上記(1)に同じ

上記(1)に含む

(3)重度心身障害児医療費助成　(昭和48年4月1日、市により実施)

対　象　者

受給資格者

所得制限

実施状況

2 0才未満の障害児(身体障害程度が1級. 2級の者.知能指数3 5以下の精神薄弱児)

本市の住民基本台帳に記銀きれ'.現に居住Lている障害児の養育者

な　し

件数　　2,274件

経費　　6,42 9千円
(昭和51年度)

(4)乳児医療費助成　.(昭和48年4月IB.市により実施)

対　象　者

受給資格者

所得制限

実施状況

乳　児

本市の住民基本台帳に記銀されている者で.現に居住している乳児の属する仕帯の扶養義

務者・で生計を維持する者

な　し

件数　　77,758件

経費121,868千円
(昭和5 1年度)
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9　失業対策事業

(1)紹介対象者

ア　紹介対象者数

区 分 年 度 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1

過 男 4 5 9 4 4 3 4 2 5 4 1 5 4 0 4

格

者
女 5 9 1 5 8 6 5 7 6 5 7 1 5 6 1

8 計 1 .0 4 1 1 ,0 2 9 1 ,0 0 1 9 8 6 9 6 5

イ　対象者の動向

区

年度

年 度 当初

適 格者 数

年 度 末

適格 者数

滅 少 者 内 訳

就 職 自営業 移 管 *E t その 他 計

4 7 1 ,0 4 1 1,0 2 9 0 6 0 4 2 1 2

4 8 1,0 2 9 1,0 0 1 1 9 0 1 7 1 2 8

4 9 1,0 0 1 9 8 6 0 5 1 1 0
失 格 2
転 入 3

1 5

5 0 9 8 6 9 6 5 0 1 4 0 6 1 2 1

5 1 9 6 5 9 3 5 0 1 6 0 1 4 0 3 0

(荏)各年度における人員の年度当初と年度末との差引数と減少人員との差は、移管、転入者等による

増員分である

り　就労者の年齢別人員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭52.4.1現在)

‥ 二 3 5- 3 9 4 0へ4 4 4 5- 4 9 5 0へ5 4 5 5~-5 9 6 0~ 6 4 6 5~ 6 9 7 0以上 計 平均年齢

男
人 員 0 5 2 1 4 3 4 8 8 0 8 2 ▼ 1 0 5 3 8 4

6 3.6

比 率 的 1.3 5 .5 l l.2 1 2.5 2 0 .8 2 1.4 2 7.3 4 1.1

女

人 員 0 5 9 4 4 1 2 3 1 4 9 1 4 4 7 7 5 5 1
6 2.4

比 率 ¢勾 0 .9 1.6 8.0 2 2.3 2 7ユ 2 6.1 1 4.0 5 8.9

f t
人 員 0 1 0 3 0 8 7 1 7 1 2 2 9 2 2 6 1 8 2 9 3 5

6 2.9

比 率 β勾 1.1 3.2 9.3 1 8.3 2 4 .5 2 4 .2 1 9.4 1 0 0

(2)賃金・見舞金

ア　賃　金

甲事業賃金表

(昭5 2.4.1現在)

賃 金 作業 区分
イ ーコ ノ、 摘 要

時 間 給 4 1 3 3 9 6 3 5 3 紹介 対 象 者 数 4 6 4 人

留 保 者 数 . 2 1 人

在 籍 者 数 4 8 5 人

日 額 2 .4 8 2 2 .3 7 6 2 ,1 1 8

該 当 者 数 5 0 4 1 2 2 3

(荏) o甲事業賃金該当者は高齢または体力等の低い者

o作業区分「イ」作業管理員の補助作業、汚水、悪臭等による不快慶の高い作業及び体力を

要する作業
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「ロ」ア及びウ以外の作業

「 - 」高齢等のため体力等が著しく低い者の従事する馨易を作業

乙事業賃金表

作業区分及び
能率区分

貸 金

A B
c 摘 要

1 2 1 2

時 間 給 4 8 5 4 1 8 3 8 0 3 7 1 3 6 1 紹 介 対 象者 4 2 3 人

留 保 者 2 7 人

在 轟 者 数 4 5 0 人

a m 3 ,3 9 6 2▼9 2 9 2.6 6 3 2.5 9 7 2 ,5 2 7

該 当 者 数 0 4 0 3 0 9 3 7 6 4

(注J o乙事業賃金該当者は甲事業賃金該当者以外の者

o作業区分　「瑚高度の体力を有する作業(床堀作業等)

rBJ中程度の体力を有する作業(砂利散布.敷ならし作業等)

rcjA、 B以外の者

o能率区分　「l」能率の高い者

「ZJ普通の能率の著

イ　見舞金(1人当たb) (単位　円)

年 度

区 分 4 7 4 8 4 9 5 0
5 1

甲 乙

夏

国 1 1 2 4 8 1 2 ,9 2 0 1 6 ,3 7 8 1 9 ,1 7 1 2 0 ,2 6 3 2 2 .1 9 2

県 4 3 0 0 5 ,3 0 0 7 ,6 0 0 9 ,0 0 0 1 0 ,1 0 0 1 0 ,1 0 0

期 市 1 6 2 0 2 2 1 ,5 0 0 3 2 ,0 0 2 4 4β 2 9 5 5 ,0 0 7 5 5 ,0 0 8

計 3 1 ,7 5 0 3 9 ,7 2 0 5 5 ,9 8 0 7 3 ,0 0 0 8 5 ,3 7 0 8 7 ,3 0 0

年

国 2 7 ,9 4 1 3 3 ,4 4 0 4 1 2 1 9 4 7 ,8 9 3 5 0 ,3 6 0 5 5 .1 3 1

県 8 .1 5 0 1 2 ,0 0 0 1 6 ,0 0 0 1 7 ,3 0 0 1 9 2 0 0 1 9 2 0 0 .

未 市 2 7 ,9 5 9 4 5 ,0 0 0 6 7 ,5 0 1 8 0 ,0 0 7 9 4 ,0 0 0 9 4 ,0 0 0

計 6 4 ,0 5 0 9 0 ,4 4 0 1 2 4 ,7 2 0 1 4 5 2 0 0 1 6 3 ,5 6 0 1 6 8 ,3 3 1

(3)厚　　生

ア　就職等奨励金

失業対策事業就労者の一般常雇用への就労又は自営開業を促進し、就労者の生活安定に寄与することを目

的とL~C昭和39年10月1日より実施している。

贈与金1人市より80,000'円、県より50,000円(国吉、県呈負担)、計130,000円

就職等奨励金支給状況

区 分 年 度
4 7 4 8 4 9 5 0 5 1

熊

本

就 職 者 男 0 1 0 0 0

女 0 0 0 0 0

自営 開 業 者
男 4 5 3 7 8

市 女 2 4 2 7 8

= 4- 6 1 0 5 1 4 1 6

熊

本

就 職 者
男 0 0 0 0 0
女 0 0 0 0 0

自営 開 業 者
男 0 3 3 4 1

* 女 3 3 1 3 4

計 3 6 4 7 5

合 計 9 1 6 9 2 1 2 1
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イ　共済会

失業対策事業に就労する労務者で組織する各組合員の互助共済及び福祉増進を計ることを目的として、

昭和3 8年1 0月1日厚生会が設立された。
補助金1カ月1人当たり100円

10　国民健康保険(昭和34年7月1日事業開始)

(1)世帯数及び被保険者数

軍 分 年 度
4 7 4 8 4 9 5 0 5 1

総 世 帯 数 1 5 0 ,0 7 9 1 4 0 ,7 5 7 1 5 8 ,3 0 7 1 6 1 ,5 9 7 1 6 4 2 2 2

被 保 険 者 世 帯 数 5 2 ,8 2 5 5 3 ,8 2 4 5 3 ,9 3 8 5 5 ,2 1 0 5 7 ,4 2 7

加 . 入 率 (% ) 3 5 .2 0 3 8 .2 3 3 4 .0 7 3 4 .1 5 3 4 .9 7

総 人 口 4 5 2 ,5 5 8 4 7 0 ,5 4 7 4 6 8 .1 3 4 4 7 6 2 6 6 4 8 3 ,3 0 7一

被 保 険 者 数 1 5 2 ,3 1 7 1 5 2 ,3 6 0 1 5 1 ,8 7 5 1 5 3 ,5 0 6 1 5 7 ,6 5 7

加 入 率 (% ) 3 3 .6 6 3 2 .3 7 3 2 .4 4 3 2 .2 2 3 2 .6 2

(注)総世帯数及び総人口は各年度3月3 1日現在

(2)保険料賦課徴収状況

区 分 年 度
4 7 4 8 4 9 5 0 5 1

現 調 定 額 (円) 8 6 9,8 0 9,18 2 1,1 10,29 1,3 2 0 1,4 41,9 5 5,10 1 2.18 1.0 6 6 ,4 7 0 2 53 1 4 6 2ユ8 0

年

皮
収 入 済 額 (〟) 8 42 ,36 9,6 2 2 1,0 6 9,6 4 4,7 7 0 1,40 1,8 0 5,7 80 2 ユ0 51 4 6,22 0 2,43 80 1 50 6 6

分 収 納 率 (% ) 9 6.8 5 9 6.3 4 9 7.2 1 96.5 2 9 63 1

過 調 定 額 (円) 6 3.38 3.1 38 67,37 4,9 7 8 8 1,0 7 7,6 8 5 8 6 ,6 0 1,5 6 2 13 2,4 2 9β8 5

午

皮

収 入 済 額 (〟) 20 ,0 4 3.1 58 2 1,27 6,4 9 4 2 6,8 66 ,5 5 5 2 5,8 0 5,5 4 6 3 93 6 10 50

分 収 納 率 (% ) 3 3.7 5 3 1.5 8 3 3J 4 2 9.8 0 3 01 0

計

調 定 額 (円) 93 3 ,19 2.32 0 1ユ7 7,6 6 6,2 9 8 1,52 3,03 2 ,7 86 22 67 ,6 6 8,0 3 2 2,6 63β9 2ユ6 5

収 入 済 額 (〟) 8 6 2 ,41 2.7 8 0 1∫) 90,9 2 1,2 6 4 1,42 8,6 72 .3 3 5 2 ユ3 0,9 5 1,7 6 6 2v477 8 7 61 1 6

収 納 率 (% ) 9 2.8 1 9 2ー6 3 9 3 .80 9 3.9 7 9 31)2

賦 課 期 日 4月1日 4月1 日 4月1日 4月1日 4月1

徴 収 回 数 . 1 2 1 2 12 1 2 1 2

倭

M

被 保険 者 1 人 当 り(円) 5,70 3 72 3 1 9,4 66 1 42 0 1 1 55 3 0

1 世 帯

当 り

最 高 ( 〟) 8 0 ,0 00 80 ,0 0 0 1 2 0,0 0 0 1 2 0,0 0 0 1 5 0β0 0

@ 最 低 (〟) 1,3 20 1,3 2 0 3.12 0 7 ,6 60 4β4 0

顔 平 均 (〟) 1 6,4 9 9 2 0 ,5 9 1 2 8.56 4 3 9,6 2 7 4 43 3 4

煤

%

所 得 割 (% )

資 産 割 ( 〟)

32 5 3 .4 5 3.64 ⊥生こ且. 4.8
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 .R 栢

18
10 0

1 8
1 0 0

1 8

1 0 0
廃 止 --

u
、-.

均 等 割 (円) 1,2 36 1,8 1 8 2 ,40 0 5,5 0 0 5β0 0

率 平 ′ 等 割 (〟) 2,1 0 0 2 ,8 0 0 3,50 0 5 ,1 0 0 54 0 0

舵 所 得 割 (% ) 65.8 1 6 3.5 0 65 .8 2 5 8.0 7 6 2 0 4

課 資 産 割 ( 〟) 6.7 0 5 .8 7 4.28 廃 止

割 均 等 割 ( 〟) 1 7.3 5 1 9.8 8 1 9.7 1 3 1.5 0 2 83 9

令 平 等 劉 ( 〟) 10 .1 4 1 0.7 5 10 .19 10.4 3 9 5 7

(注)昭和5 0年度より科制に移行
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(3)給　付　状　況

区 分 年 度
4 7 4 8 4 9 5 0 5 1

給 割 健 帯 薮 (書lD 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7付 合 家 族 ( 〟)

療 諸 件 数 8 2 5 ,0 4 9 9 0 8 ,0 6 1 9 0 1 ,0 8 2 9 1 7 ,8 9 8 9 7 8 9 7 6

# tf 軍 配 (円) 4 3 6 4 ,6 3 1 ,6 9 5 5 β9 3 ,9 9 4 ,6 2 1 7 ,7 6 1 ,5 6 6 ,5 0 3 9 2 5 5 5 5 5 ,8 3 9 1 1 β8 3 8 1 6 2 7 8

助 件 数 2.1 1 7 2 ,1 4 0 2 ,0 3 0 1 ,9 5 1 1 β6 6

産 費 用 (円) 2 1,1 7 0 ,0 0 0 2 1 ,4 0 0 ,0 0 0 3 9 ,4 6 0 ,0 0 0 7 6 ,2 0 0 ,0 0 0 7 4 ,6 4 0 ,0 0 0

費 ′ ( i c o o o ) ( 1 0 ,0 0 0 ) ( 2 0 ,0 0 0 ) ( 4 0 ,0 0 0 ) ( 4 0 3̀0 0 )

育 件 数 1,0 8 2 1 ,1 3 4 1 ,0 4 1 4 6 0 l l

児 費 吊 (円) 1,2 7 8 ,6 0 0 1 ,3 2 1 ,4 0 0 1,2 0 9 ,6 0 0 5 4 8 ,0 0 0 1 3 2 0 0

* ( 2 0 0 ×6 カ月) ( 2 0 0× 6カ月) ( 2 0 0×6 カ月) (2 0 0× 6カ月) C 2 0 0 ×6 カ月)

罪 tt R 9 6 5 1 ,0 5 3 1 ,0 4 4 1,2 2 4 1 0 9 0

祭 費 網 (円) 1 ,9 3 0 ,0 0 0 2 ,1 0 6β0 0 2 ,0 8 8ー0 0 0 5 ,5 4 7 ,0 0 0 5 ,4 2 0 ,00

* ( 2 ,0 0 0 ) ( 2 ,0 0 0 ) ( 2 ,0 0 0 ) ( 5 ,0 0 0 ) ( 5 0 0 0 )

:t t

件 数 8 2 9 ,2 1 3 9 1 2 ,3 8 8 9 0 5 ,1 9 7 9 2 1,5 3 3 9 8 1 9 4 3

費 . 同 (円) 4 3 8 9 ,0 1 0 ,2 9 5 5 ,7 1 8 .8 2 2 ,0 2 1 7 ,8 0 4 3 2 4 ,1 0 3 9 3 3 7 ,5 5 0 ,8 3 9 l l ,7 6 3 3 8 9 ,4 7

はきあ施
件 数 5 9 ,2 8 7 5 6 ,1 2 8 5 8 ,8 8 7 5 9 ,2 2 2 6 6 ,7 8 1

ゆん 費 用 (円) 1 0 ,0 7 8 .7 9 0 1 0 ,1 6 3 ,2 4 0 1 5 ,8 9 8 ,7 4 0 2 0 ,7 2 5 ,1 4 0 2 8 0 4 8 0 2

りうま禰 (1 7 0 ) 昭48 .4 ~ 1 2 (1 70)
J昭 49 .1- (2 20)

( 2 7 0 ) ( 3 -5 0 ) (4 2 0 )

(注) ( )内は1件当り給付額.育児費は昭和5 0年度より廃止につき昭50.4. 1以前の給付権発生分

(4)診療費・諸事

区 分 年 度
4 7 4 8 4 9 5 0 5 1

受 診 率 (% ) 5 3 7 .8 9 5 8 7 .5 8 5 8 5 .9 6 5 8 7 .8 2 6 1 1.5 8

1 件 当 り 日 数 4 .3 4 ,4 4 .3 4 .2 4 .2

1 件 当 り 費 用 額 (円 ) 5 ,3 0 4 6 2 9 2 8 ,6 6 3 1 0 ,1 9 6 1 2 .0 8 5

1 人 当 り 費 同 額 ( 〟 ) 2 8 ,5 2 7 3 6 ,9 7 0 5 0 ,7 6 4 5 9 ,9 3 4 7 3▼9 0 7

1 人 当 り 受 診 日 数 2 3 2 6 2 6 2 5 2 6

1 日 当 り 費 用 額 ( 〟) 1 ,2 3 8 1,4 2 5 1 ,9 8 5 2 ,4 0 2 2 ,8 7 7

1 世 帯 当 り 費 同 額 (〟 ) 8 2 ,5 2 6 1 0 5 ,2 8 0 1 4 2 ,4 6 1 1 6 7 ,2 4 8 2 0 3 2 0 0

出 生 率 (% ) 1 .3 9 1 .3 9 1 .3 3 1 .2 7 1 .1 8

死 亡 率 ( 〟) 0 .6 3 0 .6 9 0 .6 9 0 .8 0 0 .6 9

(5)納付組織

名　　称　国民健康保険会

観織数　610

加入状況100'

事務費(保険会長の事務費)

o当該月に係る保険料を当該月の1日から翌月の4日までに完納したとき、保険料頚収書1枚

につき60円

o当該月に係る保険料を翌月の5日から翌月の1 0日までに完納したとき、領収書1枚につき3 0円

-92-



11　国　民　年　金(昭和34年8月22日事業開始)

(1)拠出年金被保険者状況

年 度

区 分 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1

衣 強 制 加 入 者 6 4 ,7 5 2 6 4 ,7 1 8 7 1 ,6 5 7 7 4 ,8 9 7 7 4 2 6 1

煤

険

任 意 加 入 者 2 4 .5 5 6 2 8 .6 5 3 2 6 ,4 6 7 2 8 ,8 4 6 3 0 ,5 7 1

者 計 8 9 ,3 0 8 9 3 .3 7 1 9 8 ,1 2 4 1 0 3 ,7 4 3 1 0 4 β 3 2

保 免

険 除

法 定 免 除 者 2 ,9 5 0 2 .8 3 4 2 ,8 9 0 3 ,1 0 8 3 ,1 8 5

申 請 免 除 者 3 .7 3 6 3 .1 2 2 2 ,7 2 9 2 ,5 2 8 2 2 3 2

料 者 計 6 ,6 8 6 5 ,9 5 6 5 ,6 1 9 5 ,6 3 6 5 ,4 1 7

免 除 審 (% ) 7 .4 6 .3 5 .7 7 .5 7 .3

(2)拠出制年金受給者及び支給年金額

年 度

区 分

4 9 5 0 5 1

受 給 者 年 金 額 受 給 者 年 金 額 受 給 者 & &

老 齢 年 金 2,4 1 0
2 3 9 ,2 2 7 ,7 6 1 円

8 β0 1
1 ,4 5 4 ,2 8 2β 9 ㌔

1 1 2 9 7
2 ,1 7 1 ,3 5 7 ,3 0 0 円

通 算 老 齢 年 金 1 3 9 1 0 ,3 8 8ー3 7 3 2 8 4 2 2 ,7 1 4 2 4 8 5 2 6 4 3 ,0 8 9 ,5 0 0

障 害 年 金 2 9 6 9 3 .7 6 2 3 6 0 3 4 1 1 3 0 ,8 3 0 ,9 0 0 3 9 4 1 7 7 ,0 1 2 ,0 0 0

母 子.準母子年 金 3 6 2 1 0 2 ,7 8 7 ,6 8 0 3 6 2 1 2 4 ,7 2 5 ,6 0 0 3 6 3 1 4 7 ,9 6 7 ,2 0 0

遺 児 年 金 2 5 5 ,0 7 6 ,6 4 8 2 3 5 ,5 7 6 ,1 0 0 2 1 7 ,0 1 4 ,0 0 0

寡 婦 年 金 5 7 3 .6 0 0 ,4 2 4 7 5 5β 6 5 ,0 8 1 9 3 8 ,5 0 4 ,9 0 0

計 3 ,2 8 9 4 5 4 ,8 4 3、2 4 6 9 ,8 8 6 1 ,7 4 3 ,9 9 4 ,0 2 5 1 2 .6 9 4 2 ,5 5 4 ,9 4 4 ,9 0 0

(3)検認実施状況

区 分 年 度
4 7 4 8 4 9 5 0 5 1

検 認 対 象 月 数 7 8 1 ,4 1 1 8 2 1 ,0 5 9 9 1 0 ,3 3 7 9 5 8 .9 6 0 1 ,0 1 1 ,2 3 1

検 認 実 施 月 数 7 8 2 ,8 9 6 8 0 7 ,0 7 1 8 6 0 ,2 7 6 9 0 9 ,5 1 9 9 5 7β3 9

前 納 月 数 1 4 .8 5 5 2 ,1 3 9 8 1 0 5 7 7 4 9 1

検 認 率 (% ) 1 0 0 .2 9 8 .6 9 4 .6 9 4 .9 9 4 .8

(4)納　付　組　合　(昭52.4.1現在)

納付組合設置数　　5 2 5組合

組　合　員　数　　78,908人

組　　放　　率　　75%

手　数　料　取扱い1カ月につき30円
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(5)福祉年金受給該当者状況

区 分 年 度 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1

老 齢 1 5 ,7 2 7 8 9 .7 ' 1 9 ,7 0 6 9 1 .4 1 9 ,3 5 5 9 0 .5 1 7 ,9 1 9
8 8 .8 %

1 7 1 6 4
8 7 .8 %

障 害 1,7 2 4 9 .8 1 ,7 8 5 8 .3 2 ,0 0 8 9 .4 2 2 3 2 l l .1 2 3 5 8 1 2 .1

母 子 8 5 0 .5 5 8 0 .3 3 2 0 .1 1 4 0 .1 1 4 0 .1

準 母 子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 1 7 ,5 3 6 1 0 0 2 1 ,5 4 9 1 0 0 2 1 ,3 9 5 1 0 0 2 0 ,1 6 6 1 0 0 1 9 5 3 6 1 0 0

(6)福祉年金受給状況

年 度

区 分

4 9 5 0 5 1

全 額 支給 - S B
支 給

計 全 額 支 給
逮

計 全 額 支 給 - m
支 給 計

老

齢

件 数 1 8 ,1 9 9 1 5 9 1 8 .3 5 8 1 6 ,7 4 2 1 8 6 1 6 ,9 2 8 1 5β3 3 2 1 1 1 6 0 4 4

金 額 (干F9 1 ,5 9 7 ,9 2 2 7 ,5 9 2 1 ,6 0 5 ,5 1 4 2 ー4 1 0 ,8 1 2 1 5 ,3 8 8 2 ,4 2 6 ,2 0 0 2 ,5 6 4 9 4 6 1 3 1 0 3 2 5 7 8 0 4 9

障

皇
L.

tt - * s 1 ,9 6 6 4 1 ,9 7 0 2 ,1 7 6 4 2 ,1 8 0 2 2 7 3 7 2 2 8 0

金 額 Cff J 2 6 0 ,3 8 8 1 3 2 2 6 0 ,5 2 0 4 5 0 ,2 1 6 5 3 7 4 5 0 ,7 5 3 5 2 3 ,3 4 7 7 8 3 5 2 4 1 3 0

母

千

件 数 2 6 2 2 8 l l 1 1 2 l l 1 1 2

金 額 Cfrt ) 3 .1 0 1 8 3 3 .1 8 4 2 ,0 6 9 1 3 1 2 ,2 0 0 2 .3 7 1 1 4 2 2 -5 1 3

計
<-+ n 2 0 ,1 9 1 1 6 5 2 0 ,3 5 6 1 8 ,9 2 9 1 9 1 1 9 ,1 2 0 1 8 ユ1 7 2 1 9 1 8 3 3 6

金額 (千時 1,8 6 1 ,4 1 1 7 ,8 0 7 1 ,8 6 9 ,2 1 8 2 β6 3 .0 9 7 1 6 ,0 5 6 2β7 9 ,1 5 3 3β9 0 ,6 6 4 1 4 10 2 8 3 ユ0 4 β9 2

12戸　籍・住　民

(1)各種人口登録数
(各年度3月3 1日現在)

年 度

区 分

5 0 5 1

本 庁 支 所 . 計 本 庁 支 所 計

住

氏

登

#

人

口

男 1 6 9 ,6 6 8 5 9 ,0 2 7 2 2 8 .6 9 5 1 7 0 ,2 4 2 6 2 ,5 8 2 2 3 2 ,8 2 4

女 1 8 4 ,3 1 3 6 3 J3 6 1 2 4 7 ,6 7 4 1 8 4 ,5 5 0 6 6 ,8 1 5 2 5 1β 6 5

計 3 5 3 .9 8 1 1 2 2 3 8 8 4 7 6 ,3 6 9 3 5 4 ,7 9 2 1 2 9 ,3 9 7 4 8 4 ,1 8 9

世 帯 数 1 2 6 ,0 9 2 3 5 ,5 5 5 1 6 1 ,6 4 7 1 2 6 ,6 2 7 3 7 ,9 1 7 1 6 4 ,5 4 4

告 登

人 魚

人 口 1,1 0 2 1,1 0 2 1 ,1 2 3 1 ,1 2 3

世 帯 数

醍

袷

人

口

消 費 3 5 3 .9 8 1 9 7 ,0 1 0 4 5 0 ,9 9 1 3 5 4 ,7 9 2 1 0 5 ,4 6 4 4 6 0 ,2 5 6

生 産 2 4 ,3 6 6 2 4 ,3 6 6 2 4 ,1 9 1 2 4 ,1 9 1

計 3 5 3 .9 8 1 1 2 1 ,3 7 6 4 7 5 ,3 5 7 3 5 4 ,7 9 2 1 2 9 ,6 5 5 4 8 4 ,4 4 7

世

育

n

捕 .費
1 2 6 ,0 9 2 3 0 ,0 3 8 1 5 6 ,1 3 0 1 2 6 ,6 2 7 3 2 .8 9 1 1 5 9 ,5 1 8

生 産 4 ,9 9 8 4 ,9 9 8 4 ,8 9 6 4 ,8 9 6

計 1 2 6 ,0 9 2 3 5 ,0 3 6 1 6 1 ,1 2 8 1 2 6 ,6 2 7 3 7 ,7 8 7 1 6 4 ,4 1 4
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(2)各種事務受理件数

年 度

区 分

5 0 5 1

本 庁 支 所 計 本 庁 支 . 顔 計

戸

m

出 生 7,3 1 3 1,8 0 1 9 ,1 1 4 7 ,1 8 5 1 ,8 3 1 9 ,0 1 6

死 亡 2.5 3 2 4 1 2 2 .9 4 4 2 .4 4 0 4 2 9 1 ,8 6 9

婚 姻 3.1 7 1 7 9 7 3 .9 6 8 2 .9 3 6 7 4 3 3 ,6 7 9

m m 5 4 2 1 0 5 6 4 7 6 0 6 1 1 0 7 1 6

転 籍 1,3 1 1 4 0 -3 1 ,7 1 4 1 ,3 1 7 3 8 2 1 ,6 9 9

諺 . 知 7 8 4 8 2 7 9 8 8 7

m ^ m . 2 1 4 5 7 2 7 1 2 0 9 5 5 2 6 4

善 子 離 縁 3 6 7 4 3 5 1 7 5 8

A 3 2 2 5 9 3 8 1 3 8 9 7 6 4 6 5

分 籍 5 5 7 6 2 4 3 9 5 2

そ の 他 5 4 9 1 4 1 6 9 0 7 5 7 1 9 1 9 4 8

計 1 6 ,1 2 3 3 .7 9 3 1 9 .9 1 6 1 6 .0 1 2 3 .8 4 1 1 8 .8 5 3

住

氏

普

転 入 1 8 ,5 3 1 4 ,7▼0 8 2 3 .2 3 9 1 7 ,6 8 1 4 ,6 3 5 2 2 .3 1 6

転 出 1 7 ,4 4 9 4 ∫)0 3 2 1 ,4 5 2 1 6 ,9 6 4 4 ,0 1 9 2 0 ,9 8 3

転 居 1 9 ,2 3 1 6 ,9 3 0 2 6 ,1 6 1 1 9 ,7 2 1 7 ,2 1 8 2 6 ,9 3 9

二王L

鍾

そ の 他 1 5,0 4 7 2 .4 4 6 1 7 .4 9 3 1 4 .7 9 4 2 .0 4 6 1 6 .8 4 0

計 7 0 ,2 5 8 1 8 .0 8 7 8 8 .3 4 5 6 9 .1 6 0 1 7 .9 1 8 8 7 .0 7 8

印 新 規 1 5 ,1 3 6 5 ,4 7 0 2 0 ,6 0 6 1 4 ,6 5 3 4 ,8 6 2 1 9 .5 1 5

a 改 印 8.1 1 5 2 .5 3 8 1 0 ,6 5 3 7 ,8 1 0 2 .7 6 7 1 0 ,5 7 7

登

鍾

廃 印 そ の他 1 0 ,2 8 5 1 ,7 8 3 1 2 .0 6 8 1 1 2 5 9 2 .6 6 4 1 3 .9 2 3

計 3 3 .5 3 6 9 ,7 9 1 4 3 .3 2 7 3 3 .7 2 2 1 0 .2 9 3 4 4 .0 1 5

外登 新 規 1 5 6 1 5 6 1 6 5 1 6 5

国

人銀

変 更 そ の他 1,0 5 1 1.0 5 1 ▼ 1.0 7 1 1 .0 7 1

計 1,2 0 7 1 ,2 0 7 1 ,2 3 6 1 ,2 3 6

(3)各種証明取扱枚数

区 分

年 度

本 庁 支 所 計

有 料 無 料 計 有 料 無 料 計 有 料 無 料 計

5一.0

戸 籍 関 係 1 1 9 ,0 0 1 7 5 9 7 1 2 6 ,2 9 8 3 9 ,3 7 8 1,9 7 0 4 1 ,3 4 8 1 5 8 .3 7 9 9 2 6 7 1 6 7 ,6 4 6

住 民 票 関 係 1 6 9 ,2 4 7 6 ,9 0 6 1 7 6 ,1 5 3 5 8 ,2 4 5 1 .4 1 2 5 9 ,6 5 7 2 2 7 ,4 9 2 8 .3 1 8 2 3 5 ,8 1 0

印 鑑 証 明 2 8 2 .6 5 0 7 4 1 2 8 3、3 9 1 9 4 ,7 7 6 3 7 9 9 5 ,1 5 5 3 7 7 ,4 2 6 1 ,1 2 0 3 7 8 ,5 4 6

転 出 証 明 書 17 ,8 7 2 1 3 6 1 8 ,0 0 8 3 .9 6 7 3 3 ,9 7 0 2 1.8 3 9 1 3 9 2 1 .9 7 8

その他証明関係 2 1 ,5 0 5 3 .4 6 0 2 4 ,9 6 5 4 ,1 7 0 1 7 1 4 3 4 1 2 5 ,6 7 5 3 .6 3 1 蝣2 9 ,3 0 6

埋 火葬許 可 証 2 ,5 3 2 2 .5 3 2 3 9 4 3 9 4 2 .9 2 6 2 .9 2 6

計 6 1 0 ,2 7 5 2 1 ,0 7 2 6 3 1 ,3 4 7 2 0 0 ,5 3 6 4 ,3 2 9 2 0 4 ,8 6 5 8 1 0 ,8 1 1 2 5 ,4 0 1 8 3 6 ,2 1 2

5 1

戸 集 関 係 8 3 3 9 6 4 β7 5 8 8 ∫) 7 1 2 5 0 6 0 1 ,4 6 1 2 6 5 2 1 1 0 8 4 5 6 6 1 3 6 1 1 4 5 9 2

住 民 票 関 係 1 7 8β4 6 6 ユ6 8 1 8 4 8 1 3 6 2 2 8 3 1 2 1 6 6 3 4 9 9 2 4 0 9 2 8 7 3 8 4 2 4 8 3 1 2

印 鑑 証 明 2 7 4 2 9 8 6 4 1 2 7 4 9 3 9 1 0 0 2 3 5 2 6 3 1 0 0 4 9 8 3 7 4 β4 1 9 0 4 3 7 5 ,4 3 7

転 出 証 明 書 1 7 2 9 9 1 1 9 1 7 ,4 1 8 4 1 3 1 2 4ユ3 3 2 1 4 3 0 1 2 1 2 1 5 5 1

その他 証明関豚 2 7 1 5 3 2 2 4 6 2 9β9 9 5 ,7 2 0 1 5 9 5 8 7 9 3 2 8 7 3 2 .4 0 5 3 5 2 7 8

埋 火葬 許 可 証 2 ,4 3 0 2 .4 3 0 4 1 4 4 1 4 2 8 4 4 2 8 4 4

計 5 8 0 ,7 9 1 1 6 2 7 9 5 9 7 0 7 0 1 9 7 5 3 7 3万1 5 2 0 1 J0 5 2 7 7 8 3 2 8 1 9 ,7 9 4 7 9 8 1 2 2
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1台　住　民　組　織

(1)町内自治会の結成状況

年 学 校 区 自治 会 (A ) 組 数 文 書 配 布世 帯 数 (B )
購 配 柵 帯数 平均 器

結成 率 (%

4 8 5 0 4 8 3 l l .3 9 9 1 3 5 ,6 7 3 2 8 0 1 0 0

4 9 5 1 4 9 0 l l .4 4 0 1 3 9 ,6 5 3 2 8 7 1 0 0

5 0 5 1 5 0 3 l l .8 5 9 1 4 0 ,0 0 0 2 7 8 1 0 0

5 1 5 1 5 0 3 1 2 .5 0 0 1 4 5 ,0 0 0 2 8 8 1 0 0

5 2 5 3 5 1 3 1 3 ,0 6 0 1 4 7 ,0 0 0 2 8 7 1 0 0

(2)委託事務内容

広報紙(有政だより等)、回覧文書.一般文書(印刷文書)の配布事務

(3)文書喝布委託料　　一世帯　月　30円

(4)補　助　金

o町内自治振興補助金としてRT内自治の振興を図り、健全な自治活動に資するための補助金であり、次

の基準により交付する

町 内 自 治 補 助 金 &

2 0 0 世 帯 以下 の 町内
年 3 8,0 0 0 円

2 0 1 世帯 以 上 4 0 0 世 帯 以下 の町 内 4 3,0 0 0

4 0 1 世帯 以上 の 町 内 4 8,0 0 0

o町内防犯貯補助金として、防犯燈を管理する町内自治会等の地域団体に対して、補助金を交付する

防犯嘩数　52年度　約11,600燈

補助基準　1燈につき年額1,200円
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14　住居表示整備事業実施状況
(昭52. 4. 1現在)

種 別

区 分
」 fi t E 面 積 世 帯 数 実 施 期 日

1 次

束 子 飼 町 西 子 飼 町 井 川 測 町 北 千 反

畑 町 南 千 反 畑 町 南 坪 井 町 草 葉 町

上 林 町 .城 東 町 上 通 町 水 道 町 手 取

本 町 安 政 町 中 央 布 衣 畑 町 下 通 1

丁 目 下 通 2 丁 目 新 市 街 桜 町 辛 島

町 紺 屋 今 町

Knf

1 .2 8

世 帯

6 ,5 7 6

昭

4 0 . 4 . 1

2 次

妙 体 寺 町 坪 井 1 ～ 3 丁 目 本 丸 千 葉

城 町 二 の 丸 宮 内 古 城 町 古 京 町

新 町 1 ～ 4 丁 目

1 .6 1 4 ,6 9 5 4 0 .l l . 1

3 次
新 屋 敷 1 ～ 3 丁 目

大 江 1 ～ 6 丁 目
1 .6 2 4 ,7 4 5 4 1. 7 . 1

4 次

新 大 江 1 ～ 2 丁 目 大 江 2 丁 目 ( 追 加 )

大 江 本 町 白 山 1 ～ 3 丁 目 岡 田 町 菅

原 町 九 品 寺 1 ～ 6 丁 目 本 荘 2 ～ 4 丁

E I 南 熊 本 1 ～ 3 丁 目

1 .9 7 8 ,8 3 8 4 2 . 7 . 1

5 次

本 荘 5 ~ 6 丁 目 南 熊 本 4 ～ 5 丁 目

二 本 木 1 ～ 5 丁 目 春 日 1 ～ 2 丁 目

田 崎 本 町

1 .2 1 6 ,8 1 0 4 3 . l l. 1

6 次

迎 町 1 ～ 2 丁 目 弥 生 町 琴 平 1 ～ 2 丁

目 .琴 平 本 町 南 熊 本 5 丁 目 ( 追 加 )

内 坪 井 町 壷 川 1 ～ 2 丁 目 京 町 1 ～ 2

丁 目 京 町 本 丁 上 熊 本 1 ～ 2 丁 目

段 山 本 町 春 日 3 ～ 5 丁 目

2 .3 3 8 .1 4 7 4 4 . 8 . 1

7 A

水 前 寺 1 ～ 6 丁 目 水 前 寺 公 園 神 水 1

丁 目 上 京 壌 町 京 壕 本 町 九 品 寺 1 丁

目 ( 追 加 ) 本 荘 1 丁 目

2 .5 2 8 ,9 8 0 4 5 . 1 0 . 1

8 次

坪 井 4 ～ 6 丁 目 薬 園 町 子 飼 本 町 2 .8 4

l l ,2 3 2 4 7 . 4 . 1重 囲 町 黒 髪 1 ～ 8 丁 目 上 水 前 寺 1 ～ ( 町 界 町 名 変 更 の

2 丁 目 み 1 . 6 5 )

9 次

(前 期 )

国 府 1 ～ 4 丁 目 国 府 本 町 出 水 1 ～ 8 2 .3 6

8 ▼7 6 2 4 7 .1 2 . 1丁 目 江 津 1 ～ 2 丁 目 八 王 寺 町 萩 原 ( 町 界 町 名 変 更 の

町 み 2 .2 2 )

9 ft

( 後 期 )

神 水 本 町 湖 東 1 ～ 3 丁 目 新 生 1 ～ 2 2 .6 7

8 ,8 8 8 4 8 . 8 . 1丁 目 水 源 1 ～ 2 丁 目 栄 町 南 町 広 ( 町 界 吋 名 変 更 の

木 町 若 葉 1 ～ 6 丁 目 み 0 . l l )

1 0 次

津 浦 町 出 町 稗 田 町 池 田 1 ～ 4 丁 目 7 .5 3

1 4 ,9 6 5 4 9 .1 0 . 1池 亀 町 衣 園 1 ～ 7 丁 目 上 熊 本 3 丁 目 ( 町 界 町 名 変 更 の

島 崎 1 ～ 7 丁 目 戸 =坂 町 み 6 . 0 6 )

1 1 次

新 大 江 3 丁 目 神 水 2 丁 目 尾 ノ 上 1 、

2 丁 目 錦 ケ 丘 健 軍 1 、 2 、 4 、 5 丁

目 清 水 本 町 清 水 東 町 清 水 亀 井 町

八 景 水 谷 1 、 2 丁 目

3 .8 7 1 0 ,6 6 8 5 0 .1 0 . 1

1 2 次
帯 山 1 ～ 5 丁 目

保 田 鐸 1 、2 丁 目
1 .2 1 4 ,7 0 3 5 1 .1 0 一 1

1 3 fc
大 江 町 大 字 大 江 の 全 域 -

0 .9 7
5 2 .1 0 . 1

大 江 町 大 字 本 、 大 江 町 大 字 渡 鹿 の 各 一 部 (予 定 )
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15　交通安全対策

(1 )交通安全対策事業

ア　交通安全教育の普及徹底

安全教育

学校、町内会,各種団体において,講演会、映写会、座談会、実技指導を年間を通して実施しているO

交通書旨導具制度

昭和44年10月1日に発足し、現在委嘱されている交通指導員数は248人で、 1日、 10日、 20

日の交通安全の日及び春秋の交通安全運動期間中、朝の通学通園時に街頭指導を行うとともに地域における

中核的指導者として交通安全に関する諸活動の指導にあたるo

待　遇

o無報酬で年間2,0 0 0円程度の記念品を滑る

o装備品の貸与・-夏冬服上下・旗・苗・胸章・腕章・手袋・市章ワッペン・雨衣・帯革・-ルメット

o公務災害の補償を通用する

交通安全運動の推進

春秋の全国交通安全運動にとどまらず、年間を通じて季節的事故防止運動を推進しているo

o交通安全対策車による呼びかけ、市政だより・パソフ7,ツトの配布、ポスター・懸垂幕・写真・榎語

の掲示等による広報活動

o現地検討会、巡回パトロール、演劇会等交通安全に関する一連の催物

o安全教育の集中的実施

母の会の結成

母親に一家の交通事故防止の主役・的役割をはたしてもらうため、各地域ごとに交通安全母の会の結成を

月日BO*

結　成　数

13　クノレーブ

主な活動

o母親が交通ル-ルやマナーを身につけるための.交通安全学密会を開催

○家族の交通安全について,母親がリーダ-シップをとり、時にふれ注意を促す

o地域の交通安全活動について率先し、参加協力する

イ　道路環境の整備促進

市民の交通安全施設設置要望の総合窓口となり、要望の早期実現のため、関係検問に積極的に働きかけ

市民と関係散開のノ1イブ役を果たすとともに、現在はスクールゾーン内の交通安全施設め整備に特に力を入

れ、関係機関と一体となって取り組んでいる。

り　救済活動

交通事故による被災者を救済するため、交通災害共済事業及び交通事故相談所を開設.
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エ　交通遺児援助基金の設立

昭和4 8年度から交通遺児で、小学私中学校に入学するものに就学援助金を支給するため総額1,270

万円の基金を積立てている。

オ　市営花畑駐車場

所　在　地

経営主体

UiME隠

総　工　費

規　　　模

総　面　積

収容台数

駐車料金

営業概要

熊本市花畑町4番18号

熊本市

昭和47年1月

77,000千円

鉄筋コンクTJ-ト構造.地下1階、地上1階

2,568m㌔

82台(霊T41-&

41蝣&

料金 区 分 車 両 区分 普 通 自動 車

/)、塾 自動 車
軽 自 動 車

普 通 料 金
基本料 金 3 0分未満 1 0 (1

5 0 円

超過料金 3 0 分以 上3 0 分につき 5 0 5 0

特 別 料 金 S o 介 2 5 2 0

(荏)普通科金一一年前8時から午後1 1時までの間に入庫し、出庫するもの

特別料金=・-午後5時以降に入庫し、翌日の午前5時から午前8時までの闇に

出庫するもの

(昭和51年度)

区 分 車 両
普 通 自動 車 撃 自 動 車 合 計

台 数 (台) 1 0 2-0 4 5 2 0 ,4 5 5 1 2 2 ,5 0 0

収 入 (円) 3 6,5 6 1,9 5 0 5,5 6 5.9 4 0 4 2,1 2 7 ,8 9 0

1台当り平均収入 (円) 3 5 8 2 7 2 3 4 4

力　救済事業の拡充強化

交通事故相談　昭和42年7月開設.相談事項に応じた解決法を教示していたカ¥ 4 7年4月新たに

事故相談所を開設し.専門相談員2名による毎日の相談業務のほかに毎週木曜日に

は弁護士を招き法律上の特別相談を行っている。
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交通事故相談件数

午 件 数
内 訳 利 用 者

被 害 者 加 害 者 市 内 県 内 県 外

4 7 9 5 1 7 6 3 1 8 8 8 6 9 7 6 6

4 8 8 2 5 4 8 5 1 4 8 7 6 1 6 3 1

4 9 5 5 1 4 0 1 1 5 0 5 0 9 4 2 0

5 0 6 5 3 5 0 0 1 5 3 6 0 6 4 7 0

5 1 1 ,0 6 7 7 9 8 2 6 9 9 9 5 7 2 0

相談内容別件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭和5 1年度)

相

読

鰭

i償

鰭

償

m

過

失

示

読

示
読
後
の

債

務

良
鰭
煤

労
輿
社
会

訴
訟
調

身
体
障

壁

計

福

祉

施

塞

m

電
請
に

そ

の

他

内
責

任
の
辛

程

皮

の

仕

餐
更
敬

不

履

険
請
求

倭
険
使

侍
の
刺

害
の
更

の

維
設

刺

h",
置
刺

よ
る
応

容 者 定 方 捕 行 等 用 用 坐 持 用 用. 接

棉
m
寡 2 3 9 9 3 0 :2 5 9 5 1 1 7 2 4 1 4 8 1 2 0 3 3 6 6 1 7

(2)交通安全施設等設直状況

年 匿

X ffl

4 7 4 8 4 9 5 0 5 1

延 衷 又

は カ所
事 業 費

延 長 又

は カ所
事 業 費

延 長 又

は カ所
事 業費

延 長 又

は カ所
事 業 費

延 長 又

は カ所
事 業 費

歩 道 5,519.2m

3,9 705m

1 カ所

23 5 0m

20 8基

千円

57.96 0

l l,0 40

4 00

6 40

12 6 2

1 1′,99 4.4 5m

1

千円

105.30 8

1.60 0

7,13 1.9 m

2 カ所

3,90 3.8m

1 カ所

10.7 3 45 m

千円

82,70 3

7,148

17,27 6

1.77 5

32 24

8,2 96m

20 基

千円

97,680

3,0 5 0

43 2 2m

6 *

千円

692 16

81 1

横 .断 歩 道 橋

道 路 照 明

防 護 柵

中 央 分 離 帯

交 差 点 改 良

視 巨 改 良

区 画 線

7.3 57.9m

1 カ所

l& 89 7.9m

1 2,4 50

21 94

4β00

4.6 99

1 カ所

2 カ所

193 6 6m

29,91 7

31 0 0

32 28

5,6 00

7,0 1 1

5 カ所

1 カ所

31,052

l o奉

50,746

10.2 45

43 5 0

10,465

5,8 63

バ ス 停 革 帯

道 路 標 識

1 カ所

9

2,78 1

3,69 0

1 カ所

71

4 カ所

59 6.5m

4,5 28

3,700

9,87 6

8.673

1 カ所

8基

120

4 00

道 路 反 射 鏡

歩 道 舗 装

視 線 誘 導 標

踏 切 構 造 改 良

自 転 車 道

. 87基

4 カ所

32 5 7

4,08 9

1 6g基

3 カ所

573m

4,4 38

2,4 4 2

6.30 8

14 g基 3,9 82

計 - 7 8.6 18 - 13 2月13 - 1 34 903 - 156,2 83 - 1 55,67 8
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(包.)交通災害共済事業

施行年月日　　昭和43年4月1日

方　　式　市　直　営

共済期間　加入日の翌日から翌年3月31日まで(年度区分)

ア　加入状況

斗 pi K サ 加 入 者 会 費 収 入

4 7 6 2 ,1 8 0 2 9,1 0 1 ,0 5 5 円

4 8 6 4 ,9 8 0 3 0,4 0 2 ,0 1 0

4 9 7 0,9 7 5 3 3 ,2 0 1 ,6 0 0

5 0 7 8,3 9 7 3 6 ,6 6 8 ,3 5 0

5 1 1 0 3,6 1 9 4 8 ,4 0 1 ,2 3 5

(SO　5 0年度加入老中会費免除(生保) 2 9人を含む

.∠ゝ
33:

(昭4 5.4.1改正)

共 済 期 間 中学 生 以 下 JK

4 月 1 日か ら 翌年 3 月 3 1 日まで

円

3 6 0

円

5 0 0

7 月 1 日か .ら翌 年 3 月 3 1 日 まで 3 0 0 4 2 0

1 0 月 1 日か ら翌 年 3 月 3 1 日 まで 2 4 0 3 4 0

1 月 1 日か ら 3 月 3 1 日まで 1 8 0 2 6 0

(注)生活保護を受けている考の加入は会費免除(共済見舞金は市負担)

小学1年生の会費は市負也(昭和5 2年4月よb実施)

り　共済見舞金
(昭52.4.1改正)

等 級 傷 害 の 程 度

共 済 見 舞 金 基 準 額

入 院 通 院

1 死 亡 した 場 合 . 1 ,0 0 0 ,0 0 0 円 以 内 1,0 0 0 ,0 0 0 円以 内

2 全 治 6 カ月 以上 の傷 害 を うけ た場 合
1 5 0 ,0 0 0 〝 1 0 0 ,0 0 0 〝

3 全 治 5 〝 1 1 0 ,0 0 0 〝 8 0 ,0 0 0 〝

4 全治 4 〝 8 0,0 0 0 〝 6 0 ,0 0 0 〝

5 全 治 3 〝 6 0,0 0 0 〝 4 0 ,0 0 0 〝

6 全 治 2 〝 4 0,0 0 0 〝 2 5 ,0 0 0 〝

7 全 治 1 〝 2 5 ,0 0 0 " 1 5 ,0 0 0 〝

8 全 治 1 カ月未 満 の傷 害 を うけた 場 合 1 5 β0 0 〝 1 0,0 0 0 〝

( た だ し、 1 週 間 未 満 の 入院 の場 合 lも 通 院 とみ

なす )

(注)会員以外の者(市内居住)が交通事故により死亡したときは、弔慰見舞金5,00 0円(有負担)

を支払う
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工　給付状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭和51年度)

等 級 見 舞 金 敬 件 数 支 給 金 額

1
7 0 0 千円

8
5 ,4 8 0 千円

2

P入 院 1 2 0 l l 1 ,0 7 0

通 院 8 0 7 5 6 0

3

入 院 1 0 0 6 6 0 0

通 院 7 0 1 4 9 6 4

4

入 院 7 0 8 5 6 0

通 院 5 0 1 8 8 7 4

5

入 院 5 0 4 0 1 ,9 9 0

通 院 3 0 3 5 1 ,0 4 0

6

入 院 3 5 6 3 2 ,2 0 5

通 院 2 0 6 7 1 ,3 3 4

7

入 院 2 0 1 0 9 2 ,1 8 0

通 院 1 0 1 9 4 1 ,9 1 6

8

入 院 1 0 1 3 3 1 ,3 3 0

通 院 6 2 9 9 1 ,7 9 4

弔 慰 見 舞 金 5 1 5

計

入 院 3 7 8 1 5 ,4 1 5

通 院 6 3 4 8 ,4 8 2

計 1 ,0 1 3 2 3 ,9 0 2

(4)市内交通事故の推移

塞
人 身 事 故 死 者 負 傷 者

実 数 指 数 実 数 指 数 実 数 指 数

4 7 5,0 7 3 1 0 0 4 8 1 0 0 6 ,3 9 1 1 0 0

4 8 4,1 8 1 8 2 5 1 1 0 6 5,1 5 6 8 1

4 9 3,1 8 2 6 3 3 3 6 9 3,9 0 2 6 1

.5 0 3,3 4 9 6 6 2 5 5 2 4 ,1 0 9 6 4

5 1 3,1 7 5 6 3 1 8 3 8 3 ,9 0 4 6 1
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